
は
じ
め
に

前
稿
で
は
、
続
編
は
、
正
編
の
よ
う
な
年
立
て
に
よ
る
叙
述
で
は
な
く
原
資

料
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
の
に
近
い
と
す
る
見
解
に
対
し
て
、
方
法
と
も
言
い
に

く
い
け
れ
ど
、
天
皇
と
後
宮
と
の
物
語
を
中
軸
に
、
摂
関
家
の
側
か
ら
、
描
き

た
い
人
物
の
事
跡
に
つ
い
て
相
互
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
物
語
る
も
の
で
は
な
い

か
と
い
う
仮
説
の
も
と
、
い
わ
ゆ
る
第
一
部
と
第
二
部
を
つ
な
ぐ
人
物
と
し
て

藤
原
師
実
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
第
一
部
か
ら
第
二
部
に
通
底
す
る
叙
述
の

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

本
稿
で
は
、
第
二
部
に
お
け
る
師
実
に
つ
い
て
分
析
し
て
ゆ
く
。
前
稿
は
、

姉
の
皇
后
寛
子
の
叙
述
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
、
後
冷
泉
天
皇
や
そ
の
後
宮
運

営
に
も
言
及
し
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て
、
ま
ず
前
稿
を
ふ
り

返
り
、
本
稿
の
方
向
性
に
つ
い
て
示
し
た
い
。
前
稿
の
要
点
を
示
す
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

ア�

続
編
は
各
天
皇
を
比
較
し
て
言
及
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
、
天
皇

に
よ
っ
て
、「
制
」
が
厳
し
か
っ
た
り
緩
や
か
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、「
制
」

を
「
服
飾
」
と
結
び
つ
け
て
記
す
の
は
、
第
一
部
第
二
部
に
共
通
し
て
い

た
。
ま
た
師
実
に
つ
い
て
、
後
冷
泉
天
皇
や
東
宮
と
並
べ
て
記
す
と
い
う

顕
著
な
書
き
方
が
あ
っ
た
。

イ�

師
実
が
「
少
将
」
の
時
に
「
石
清
水
臨
時
祭
の
舞
人
」
を
つ
と
め
た
と
記

さ
れ
る
。
第
二
部
に
は
、
孫
忠
実
に
つ
い
て
も
同
様
に
記
し
、
父
師
通
に

つ
い
て
は
忠
実
の
記
事
に
挿
入
す
る
か
た
ち
で
記
し
た
。
摂
関
家
三
代
に

わ
た
り
記
し
た
こ
と
に
な
る
。

敗
あ
あ
あ
あ
あ　

（
1
）

『
栄
花
物
語
』
続
編
を
私
家
集
か
ら
照
射
す
る
（
下
）

― 

続
編
に
描
か
れ
た
藤
原
師
実
を
め
ぐ
る
物
語
か
ら 

―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  Sequel of Eiga M
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 Tale of Flow
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ウ�

巻
三
七
に
は
、
頼
通
の
弟
た
ち
頼
宗
・
能
信
・
長
家
ら
三
人
の
薨
去
が
記

さ
れ
、
末
尾
に
は
宇
治
に
籠
も
る
関
白
頼
通
の
も
と
に
後
冷
泉
帝
が
行
幸

す
る
文
章
が
あ
っ
た
。
一
方
、
そ
の
前
の
巻
三
六
で
は
、
頼
通
の
弟
た
ち

三
人
の
子
息
、
俊
家
・
能
長
・
祐
家
ら
が
師
実
と
並
ん
で
登
場
し
て
い

て
、
後
冷
泉
天
皇
の
御
代
を
記
す
巻
三
六
・
三
七
と
い
う
両
巻
で
、
世
代

交
代
を
描
い
て
い
た
。

エ�

皇
后
寛
子
は
、
先
に
立
后
し
た
中
宮
章
子
内
親
王
と
ほ
ぼ
平
等
に
描
か
れ

て
い
る
。
関
白
頼
通
は
娘
の
入
内
後
も
、
以
前
と
変
わ
ら
ず
章
子
内
親
王

を
大
切
に
後
見
し
続
け
て
い
る
と
描
い
て
い
た
。

巻
三
六
の
巻
末
、
四
条
宮
寛
子
の
春
秋
歌
合
記
事
を
置
き
、
豪
華
絢
爛
た
る

女
房
服
飾
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
歌
合
催
行
時
点
を
承
知
し
な
が
ら
、
時
の

流
れ
を
無
視
し
て
巻
末
に
位
置
づ
け
、
そ
の
後
に
い
わ
ゆ
る
巻
三
六
の
跋
文
と

も
見
な
さ
れ
て
き
た
書
き
手
の
自
己
言
及
的
な
文
章
が
続
い
て
い
た
。
何
故
に

そ
の
よ
う
な
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
に
も
言
及
し
た
。
ア
エ
に
関
係
し
て
、
続

編
の
執
筆
時
点
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
父
後
三
条
院
の
「
制
」
を
堅
持
し
た
白

河
院
に
対
す
る
配
慮
が
あ
っ
た
か
と
し
た
。
そ
し
て
続
編
は
、
天
皇
と
し
て
は

強
烈
な
個
性
の
持
主
の
白
河
院
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
ず
、
主
催
者
側
で
は
な

く
、
書
き
手
の
女
房
層
を
主
体
化
す
る
文
脈
で
い
わ
ゆ
る
過
差
を
弁
明
す
る
余

地
を
も
た
ら
し
た
、
と
解
し
た
。

本
稿
で
は
、
第
二
部
の
師
実
登
場
に
つ
い
て
追
跡
す
る
。
続
編
は
、「
天
皇

の
御
代
に
着
目
し
て
歴
史
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
も
な
さ

れ
、
ま
た
師
実
記
事
に
つ
い
て
天
皇
と
無
関
係
に
読
む
の
は
無
意
味
で
も
あ

る
。
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
天
皇
御
代
ご
と
の
各
巻
に
節
を
分
け
て
進
め
た
い
。

巻
三
八
は
後
三
条
天
皇
の
御
代
、
関
白
教
通
時
代
を
対
象
と
す
る
。
巻
三
九

は
白
河
天
皇
の
御
代
、
教
通
薨
去
に
よ
り
師
実
が
関
白
と
な
る
。
師
実
の
養
女

賢
子
が
立
后
、
皇
子
女
五
人
も
誕
生
し
た
。
嫡
子
師
通
は
元
服
、
内
大
臣
に
ま

で
至
る
。
こ
の
巻
に
つ
い
て
は
、
師
実
・
中
宮
関
係
と
、
師
実
の
嫡
子
師
通
関

係
・
他
腹
の
子
女
た
ち
と
で
、
節
を
分
け
て
記
し
た
い
。
巻
四
〇
は
、
中
宮
賢

子
の
崩
御
、
失
意
の
白
河
天
皇
が
譲
位
し
、
賢
子
腹
の
善
仁
親
王
が
即
位
、
堀

河
天
皇
で
あ
る
。
師
実
は
摂
政
と
な
る
。
白
河
院
に
関
し
て
は
、
鳥
羽
殿
の
造

営
、
物
詣
で
、
皇
女
た
ち
と
の
交
流
な
ど
に
つ
い
て
描
か
れ
る
。
師
通
男
の
孫

忠
実
が
元
服
、
結
婚
し
て
中
納
言
に
至
り
、
春
日
祭
使
を
つ
と
め
る
記
事
で
続

編
を
閉
じ
て
い
る
。

な
お
、
エ
に
関
わ
っ
て
第
一
部
と
第
二
部
と
が
い
か
な
る
連
続
関
係
に
あ
る

か
は
、
紙
幅
の
都
合
で
別
稿
に
譲
り
た
い
。

一　

巻
三
八
「
松
の
し
づ
え
」
に
描
か
れ
た
師
実

　
　
―
―
養
女
賢
子
の
東
宮
参
り
、
源
基
子
腹
の
皇
子
後
見
―
―

　

巻
三
八
は
、
御
代
が
わ
り
を
記
さ
ず
、
後
三
条
天
皇
が
一
品
宮
聡
子
内
親
王

付
き
女
房
で
あ
る
源
基
子
を
寵
愛
し
、
基
子
は
懐
妊
し
内
裏
を
退
出
し
て
出

産
、
と
い
う
一
連
の
記
事
で
始
動
す
る
。
誕
生
し
た
の
は
男
御
子
で
あ
っ
た
（
以

上
、
新
編
全
集
小
見
出
し
の
〔一
〕
～
〔三
〕））。
後
三
条
天
皇
の
践
祚
は
治
暦
四
（
一
〇

六
八
）
年
四
月
、
男
御
子
の
誕
生
が
延
久
三
（
一
〇
七
一
）
年
二
月
の
こ
と
な
の

で
、
巻
三
七
巻
末
か
ら
は
二
年
以
上
の
空
白
期
間
を
お
い
て
書
き
起
こ
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
本
巻
に
は
約
四
年
ほ
ど
が
記
さ
れ
る
。

　

男
御
子
誕
生
は
、
源
氏
物
語
の
桐
壺
巻
を
踏
ま
え
る
。
身
分
の
低
い
基
子
を

桐
壺
更
衣
に
、
男
御
子
を
光
源
氏
誕
生
に
擬
す
。
続
編
で
は
、
桐
壺
更
衣
や
光

源
氏
の
軌
跡
と
違
っ
て
、
基
子
は
女
御
と
な
り
、
御
子
実
仁
親
王
と
と
も
に
内

裏
に
入
っ
て
い
る
（〔四
〕）。
中
瀬
将
志
氏
「
源
基
子
と
桐
壺
更
衣
」
が
、
源
氏

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（�24�）
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物
語
と
比
較
し
な
が
ら
、
続
編
の
基
子
と
御
子
実
仁
に
関
わ
る
表
現
の
機
微
に

つ
い
て
よ
く
伝
え
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　

後
三
条
天
皇
の
治
世
に
つ
い
て
、
関
白
頼
通
も
か
ら
め
て
、
反
実
仮
想
で
後

冷
泉
天
皇
の
理
想
性
を
述
べ
て
か
ら
、
師
実
に
関
す
る
記
事
に
入
っ
て
い
く
。

師
実
養
女
の
賢
子
が
東
宮
貞
仁
親
王
（
後
の
白
河
天
皇
）
に
入
る
。
そ
の
経
緯
を

次
の
よ
う
に
記
す
。

　
〔七
〕�　

ま
た
も
世
に
は
め
で
た
き
こ
と
の
あ
る
べ
き
に
や
。
今
の
右
の
大
殿

の
二
郎
（
源
師
房
の
二
男
顕
房
）、
中
納
言
に
て
、
左
兵
衛
督
に
て
も
の
し

た
ま
ふ
、
こ
の
左
の
大
殿
の
上
（
師
実
室
麗
子
）
の
御
せ
う
と
な
り
、
そ

の
御
姫
君
を
、
大
殿
の
上
、
子
に
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
東
宮

に
参
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
聞
え
つ
る
を
、
に
は
か
に
こ
の
晦
日
の
日
、

内
よ
り
、
疾
く
参
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
と
あ
り
け
れ
ば
、
こ
の

三
月
九
日
参
ら
せ
た
ま
ふ
。
…
…�
宇
治
殿
の
人
な
ら
ぬ
人
何
か
、
さ
な

が
ら
靡
き
仕
ま
つ
れ
る
。（
師
実
は
）
た
だ
今
は
二
の
人
に
て
お
は
し
ま
せ

ど
、
関
白
に
て
お
は
し
ま
し
し
宇
治
殿
に
も
劣
り
申
さ
せ
た
ま
は
ず
。

…
…�

（
③
四
三
五
頁
～
）

　

師
実
は
、「
左
の
大
殿
」
と
し
て
、
登
場
す
る
。
師
実
夫
妻
養
女
の
賢
子
の

出
自
を
紹
介
し
、
噂
と
し
て
聞
こ
え
て
い
た
東
宮
貞
仁
親
王
へ
の
入
侍
が
、
後

三
条
天
皇
の
仰
せ
に
よ
り
「
疾
く
」
と
い
う
こ
と
で
、「
三
月
九
日
」
に
実
現

と
な
っ
た
（
延
久
三
年
の
こ
と
。
師
実
三
〇
歳
、
賢
子
十
五
歳
）。

　

右
傍
線
部
、
師
実
は
、
関
白
教
通
に
次
ぐ
「
二
の
人
」
と
し
て
登
場
す
る
の

だ
が
、
前
稿
で
巻
三
六
に
「
世
の
固
め
と
な
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
一
の
人
だ
ち
出

で
お
は
し
ま
し
け
る
…
…
」（
③
三
八
三
頁
）
と
呼
応
す
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
、

ま
た
「
関
白
」
で
あ
っ
た
「
宇
治
殿
」
に
も
劣
る
こ
と
が
な
い
と
評
価
す
る
。

　

な
お
、
引
用
は
省
略
し
た
が
、
賢
子
の
春
宮
参
り
の
準
備
期
間
は
十
日
ほ
ど

の
短
さ
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
室
礼
も
女
房
の
装
束
も
不
足
な
い
す
ば
ら
し
さ

で
あ
っ
た
と
い
う
。
師
実
室
の
麗
子
も
つ
き
そ
う
東
宮
参
り
は
、
残
る
人
な
く

お
供
し
、「
お
ろ
か
な
ら
ず
響
き
て
参
り
た
ま
ふ
を
、
東
宮
大
夫
の
女
御
い
か

に
聞
き
た
ま
ふ
ら
ん
、
か
た
は
ら
苦
し
げ
な
り
」
と
先
に
入
侍
し
て
い
た
能
長

女
道
子
の
心
中
を
思
い
や
る
。
続
い
て
、「
昼
渡
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
東
宮
が
賢

子
の
も
と
に
日
中
渡
御
す
る
。
供
奉
の
人
々
、
迎
え
入
れ
る
公
卿
の
名
前
を
か

き
立
て
て
、「
今
日
の
衣
の
色
な
ど
は
、
宇
治
殿
、
宇
治
大
納
言
な
ど
定
め
た

ま
ひ
て
、
こ
と
う
る
は
し
く
き
よ
げ
に
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
」
と
記
し
、

女
御
殿
は
十
四
五
ば
か
り
に
て
、
い
と
若
く
う
つ
く
し
げ
に
お
は
し
ま
し

け
り
。
御
お
ぼ
え
さ
ま
あ
し
く
、
ま
だ
し
き
よ
り
著
き
御
気
色
な
り
。

�

（
③
四
三
七
頁
）

で
結
ん
で
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
引
用
文
〔七
〕
の
波
線
部
で
は
、
後
三
条
天
皇
の
命
に
よ
り
東

宮
に
入
れ
た
と
記
す
。
賢
子
の
東
宮
参
り
は
、
父
帝
の
意
向
で
行
わ
れ
た
と
い

う
記
述
を
、
よ
り
重
く
読
む
必
要
が
あ
ろ
う
。
巻
三
七
以
前
の
い
わ
ゆ
る
第
一

部
に
お
け
る
入
内
の
描
き
方
と
大
き
く
異
な
り
、
天
皇
と
し
て
の
力
を
色
濃
く

記
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
（
続
編
に
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
後
に

堀
河
天
皇
に
入
内
す
る
女
性
を
決
め
た
の
も
、
父
白
河
院
）。

　

巻
三
七
以
前
の
八
人
の
女
性
の
入
内
・
東
宮
参
り
を
、
比
較
す
る
意
味
で
見

て
み
よ
う
。描
か
れ
た
順
序
で
示
し
て
、誰
が
誰
を
入
内
さ
せ
た
か
の
、「
誰
が
」

が
明
示
さ
れ
た
人
物
を
「　

」
内
に
記
し
た
。
ま
た
、「
←
」
の
後
に
、
記
述

が
あ
る
時
点
を
記
し
た
。
＊
印
を
付
し
た
の
は
、
入
内
の
年
月
は
記
さ
れ
ず
、

事
柄
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
記
事
で
あ
る
。

　

①
巻
三
四
、「
殿
」（
関
白
頼
通
）、
養
女
嫄
子
を
後
朱
雀
天
皇
に
入
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

←
長
元
十
（
一
〇
三
七
）
年
正
月
七
日

（
4
）

（
5
）

（�25�）
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②�

巻
三
四
、「
殿
（
関
白
頼
通
）・
女
院
」、
一
品
宮
章
子
内
親
王
を
東
宮
（
後

の
後
冷
泉
天
皇
）
に
参
ら
す
。

　
　
　
　
　
　
　

←
長
暦
元
（
一
〇
三
七
）
年
十
二
月
十
三
日�������

　

③�
巻
三
四
、「
内
の
大
殿
」（
教
通
）、
女
「
御
匣
殿
」
生
子
を
後
朱
雀
天
皇
に

入
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

←
長
暦
三
（
一
〇
三
九
）
年
十
二
月��

　

④�

巻
三
四
、「
入
道
一
品
宮
」（
脩
子
）、
養
女
「
東
宮
大
夫
（
頼
宗
）」
女
延
子

を
後
朱
雀
天
皇
に
入
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

＊
長
久
三
（
一
〇
四
二
）
年
三
月

　

⑤�

巻
三
六
、「
内
の
大
殿
」（
教
通
）
女
歓
子
、
女
御
代
を
つ
と
め
、
そ
の
後

に
後
冷
泉
天
皇
に
入
る
。

　
　
　
　
　
　
　

＊
永
承
二
（
一
〇
四
七
）
年
十
月
十
四
日

　

⑥
巻
三
六
、「
関
白
殿
」（
頼
通
）、
女
寛
子
を
後
冷
泉
天
皇
に
入
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

←
永
承
五
（
一
〇
五
〇
）
年
十
二
月

　

⑦�

巻
三
六
、「
東
宮
大
夫
」（
能
信
）、
養
女
茂
子
を
東
宮
（
後
の
後
三
条
天
皇
）

に
参
ら
す
。

　
　
　
　
　
　
　

＊
永
承
元
（
一
〇
四
六
）
年
十
二
月

　

⑧�

巻
三
六
、「
上
東
門
院
」、
馨
子
内
親
王
を
東
宮
（
後
の
後
三
条
天
皇
）
に
参

ら
す
。

　
　
　
　
　
　
　

＊
永
承
六
（
一
〇
五
一
）
年
十
一
月��　
　
　
　

　

第
一
部
の
「
誰
が
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
④
の
延
子
は
養
女
に
し
た
一
品
宮

脩
子
内
侍
親
王
が
入
内
さ
せ
て
い
る
。
実
父
頼
宗
は
ま
だ
「
東
宮
大
夫
」（
大

納
言
）
の
時
で
あ
っ
た
。
⑧
の
馨
子
内
親
王
は
、
母
中
宮
威
子
亡
き
後
、
姉
の

章
子
内
親
王
と
と
も
に
女
院
彰
子
が
養
育
し
て
い
た
。「
上
東
門
院
」
一
人
を

記
す
が
、
②
の
姉
同
様
に
、
関
白
頼
通
が
、「
そ
の
ほ
ど
の
御
有
様
、
殿
た
ち

ゐ
あ
つ
か
ひ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
連
携
す
る
姿
を
も
記
し
て
い
る
。
②

④
⑧
の
三
例
以
外
は
、
父
あ
る
い
は
養
父
が
女
を
入
内
さ
せ
る
文
脈
と
な
る
。

　

右
の
八
例
の
う
ち
、
入
内
・
入
侍
に
記
事
の
流
れ
か
ら
「
年
」
を
た
ど
る
こ

と
が
で
き
、「
月
」
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
②
③
⑥
の
四
人
の
み
。
そ

れ
ら
の
人
物
と
、
時
点
不
明
の
＊
印
を
付
し
た
人
物
と
で
、
差
が
見
え
て
く
る
。

年
月
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
続
編
で
重
く
扱
わ
れ
て
い
る
女
性
た
ち
で
、
①

頼
通
の
養
女
嫄
子
、
②
章
子
内
親
王
、
⑥
頼
通
女
寛
子
と
い
う
、
関
白
頼
通
が

関
わ
っ
た
女
性
た
ち
で
あ
る
。
た
だ
し
、
③
の
教
通
女
生
子
が
「
十
二
月
」
と

あ
る
の
は
、
嫄
子
中
宮
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
わ
ず
か
三
箇
月
後
の
入
内
と
い
う

ス
ピ
ー
ド
を
印
象
づ
け
、
関
白
頼
通
の
不
快
感
を
描
く
こ
と
に
関
係
す
る
。
寵

愛
は
深
い
が
、
立
后
の
条
件
に
は
あ
わ
ず
、
父
の
願
い
む
な
し
く
立
后
は
で
き

な
か
っ
た
と
物
語
る
。
な
お
、
⑤
の
教
通
女
歓
子
に
つ
い
て
だ
が
、
巻
三
七
を

閉
じ
巻
三
八
開
始
す
る
間
の
空
白
時
期
に
、
父
教
通
が
関
白
と
な
り
、
後
冷
泉

天
皇
の
崩
御
直
前
に
立
后
さ
せ
て
い
る
。
続
編
に
は
そ
れ
を
記
さ
な
い
。
ま
た
、

後
三
条
天
皇
の
東
宮
時
代
に
関
し
て
、
⑦
能
信
養
女
茂
子
の
東
宮
参
り
に
つ
い

て
、
白
河
天
皇
生
母
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
摂
関
家
と
遠
い
家
と

い
う
関
係
か
ら
か
、
時
の
流
れ
に
す
ら
置
か
れ
ず
に
い
る
。

　

右
の
婚
姻
す
べ
て
に
彰
子
の
承
諾
が
確
認
で
き
る
が
（
服
藤
早
苗
氏
『
藤
原
彰

子
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
）、
そ
の
位
置
づ
け
の
差
は
大
き
い
。

　

こ
こ
で
巻
三
八
に
も
ど
る
。
賢
子
の
東
宮
参
り
の
後
は
、
先
に
東
宮
に
入
っ

て
い
た
道
子
に
つ
い
て
、

　
〔八
〕�　

東
宮
大
夫
殿
の
女
御
、
三
十
ば
か
り
に
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
い
と
あ

て
に
な
ま
め
か
し
く
、
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
有
様
な
り
。
心
と
け
ず
、
も

の
お
ぼ
し
知
り
、
心
深
げ
に
ぞ
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。
…
…
（
後
三
条
天

皇
は
、
道
子
の
父
能
長
を
故
能
信
の
子
と
し
て
、「
睦
ま
じ
き
も
の
」
に
し
て
い
た
の

（�26�）
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で
、
世
の
人
も
能
長
の
も
と
に
参
上
し
て
い
た
。）

内
に
は
、「
こ
の
女
御
た
ち
（
賢
子
と
道
子
）
な
だ
ら
か
に
あ
ま
ね
く
思

し
め
せ
」
と
申
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
こ
の
今
女
御
殿
（
賢
子
）
を
、
片
時
見

た
て
ま
つ
ら
で
は
え
お
は
し
ま
さ
ず
、
夜
昼
こ
な
た
に
の
み
お
は
し
ま
し

て
、
か
つ
見
る
と
も
か
か
る
を
や
と
見
え
さ
せ
た
ま
へ
り
。

�

（
③
四
三
七
頁
～
）

　
〔七
〕
と
〔八
〕�

と
、
東
宮
女
御
の
二
人
を
並
ん
で
記
す
の
は
、
巻
三
六
・
巻
三

七
の
中
宮
章
子
と
皇
后
寛
子
と
並
べ
描
く
の
に
似
る
が
、
二
重
傍
線
部
「
か
つ

見
る
と
も
」
は
、「
陸
奥
の
安
積
の
沼
の
花
か
つ
み
か
つ
見
る
人
に
恋
ひ
や
わ

た
ら
む
」（
古
今
集
・
恋
四
の
巻
頭
歌
）
の
引
歌
で
、
妻
と
し
て
迎
え
て
い
な
が
ら

な
お
恋
い
慕
う
東
宮
の
様
子
を
伝
え
て
い
て
、
そ
の
寵
愛
に
大
き
な
差
を
つ
け

て
い
る
よ
う
に
描
く
。
そ
れ
は
、
続
編
が
記
し
た
後
冷
泉
天
皇
の
理
想
的
後
宮

差
配
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
な
お
、
道
子
の
東
宮
参
り
（
延
久
元
年
二
月
）
も

巻
三
七
と
巻
三
八
と
の
間
の
こ
と
で
、
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

引
用
文
〔八
〕�

の
点
線
部
に
関
し
て
、「
摂
関
家
の
勢
威
の
回
復
を
危
惧
す
る

後
三
条
天
皇
の
深
謀
遠
慮
に
発
す
る
発
言
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
が
、
同
時
に

巻
第
三
十
九
、
巻
第
四
十
に
お
い
て
白
河
天
皇
の
賢
子
寵
遇
を
と
ら
え
て
摂
関

家
が
以
前
の
勢
威
を
回
復
す
る
様
を
展
叙
す
る
こ
と
と
連
関
し
て
い
る
」（
注

２
論
文
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。
巻
三
九
以
降
の
展
開
は
そ
の
と
お
り
と
し
て
も
、

す
で
に
後
三
条
天
皇
本
人
が
、
師
実
に
賢
子
の
東
宮
参
り
を
勧
め
た
と
記
し
て

い
て
、「
深
謀
遠
慮
」
と
は
言
い
に
く
い
か
。
後
三
条
天
皇
も
続
編
が
理
想
と

す
る
後
宮
差
配
と
同
じ
こ
と
を
我
が
子
に
忠
告
し
た
、
と
読
め
よ
う
か
。

　

続
い
て
、〔九
〕�「
実
仁
親
王
の
五
十
日
」
が
記
さ
れ
る
。
五
十
日
は
四
月
十

余
日
（
延
久
三
年
）
に
行
わ
れ
、

御
前
物
、
上
達
部
と
り
つ
づ
き
て
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。
例
は
殿
上
人
こ
そ
雑

役
は
仕
ま
つ
る
を
、
せ
め
て
心
こ
と
に
思
し
め
す
な
る
べ
し
。
左
の
大
殿

抱
き
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
上
の
く
く
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
ほ

ど
、
抱
き
移
し
た
て
ま
つ
る
御
乳
母
な
ど
、
な
ま
よ
ろ
し
か
ら
ん
は
い
と

わ
り
な
か
る
べ
し
。�

�

（
③
四
三
九
頁
）

　

師
実
が
実
仁
親
王
を
抱
き
、
天
皇
が
餅
を
く
く
め
る
。
そ
れ
は
、
中
瀬
将
志

氏
前
掲
論
文
に
、
正
編
に
描
か
れ
た
敦
成
親
王
の
五
十
日
の
祝
い
の
倫
子
と
道

長
に
重
な
り
、「
後
三
条
天
皇
と
師
実
の
協
調
関
係
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
」

と
し
た
。
賢
子
の
東
宮
参
り
と
と
も
に
、「
師
実
は
天
皇
家
と
の
結
び
つ
き
を

強
め
つ
つ
あ
っ
た
」
と
し
、
師
実
が
当
時
東
宮
傅
の
職
務
に
あ
り
、
ま
た
、
実

仁
親
王
が
後
に
東
宮
に
立
つ
と
師
実
は
ま
た
東
宮
傅
と
な
る
と
い
う
天
皇
家
と

の
関
係
を
踏
ま
え
、「
後
三
条
天
皇
の
み
な
ら
ず
師
実
を
も
実
仁
親
王
の
庇
護

者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
く
描
か
れ
て
い
る
と
思
し
い
」
と
し
た
。
確
か

に
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

続
く
、〔一
〇
〕「
新
造
内
裏
還
幸
、
後
宮
の
有
様
」、〔一
二
〕「
祇
園
、
日
吉
に
行
幸
。

地
震
」
は
、
簡
単
な
記
述
な
が
ら
、
後
三
条
天
皇
時
代
を
特
徴
づ
け
る
内
裏
の

建
立
、
お
よ
び
神
社
行
幸
を
記
す
。
三
橋
正
氏
「
国
家
的
神
祇
儀
礼
の
変
遷
と

天
皇
の
神
祇
信
仰
」
に
よ
る
と
、
後
三
条
天
皇
は
歴
代
天
皇
と
同
じ
く
、
延
久

元
（
一
〇
六
九
）
年
三
月
に
石
清
水
行
幸
、八
月
に
賀
茂
行
幸
、翌
二
年
に
春
日
・

平
野
・
北
野
社
、
三
年
に
大
原
野
・
松
尾
社
と
前
代
ま
で
に
な
い
早
さ
で
七
社

す
べ
て
の
行
幸
を
終
え
て
、
再
度
の
春
日
行
幸
、
十
月
に
日
吉
行
幸
、
延
久
四

（
一
〇
七
二
）
年
に
稲
荷
・
祇
園
行
幸
と
、
新
た
に
三
社
（
傍
線
を
付
し
た
）
行
幸

を
加
え
た
と
い
う
。〔一
二
〕
は
、
後
三
条
天
皇
が
新
た
に
加
え
た
行
幸
に
つ
い
て

記
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
斎
宮
俊
子
内
親
王
、
伊
勢
へ
下
向
」（〔一
五
〕）、「
篤
子
内
親
王
、
斎
院
と
な
る
。

祐
子
内
親
王
の
出
家
」（〔一
七
〕）
と
後
三
条
の
二
人
の
皇
女
た
ち
が
斎
宮
、
斎
院

（
6
）
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と
な
る
と
記
す
。
後
三
条
の
異
母
妹
祐
子
内
親
王
が
斎
院
に
な
る
の
を
避
け
て

出
家
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
天
皇
の
怒
り
に
も
触
れ
た
。

　

続
い
て
、
後
三
条
天
皇
の
譲
位
が
語
ら
れ
（〔一
八
〕）、
女
御
源
基
子
腹
の
実
仁

親
王
が
立
太
子
す
る
（
延
久
四
〈
一
〇
七
二
〉
年
十
二
月
八
日
）。
譲
位
前
の
、
女
御

基
子
を
准
三
宮
に
と
、
東
宮
の
母
に
ふ
さ
わ
し
い
待
遇
記
事
を
お
く
（〔一
九
〕）。

譲
位
後
、
基
子
は
ま
た
男
宮
輔
仁
親
王
を
出
産
す
る
（〔二
一
〕）。

　

後
三
条
院
の
「
水
な
ど
き
こ
し
め
す
」（
飲
水
病
）
と
病
に
触
れ
る
が
（〔二
〇
〕）、

延
久
五
（
一
〇
七
二
）
年
二
月
二
十
二
日
、
院
は
石
清
水
・
住
吉
・
天
王
寺
に

参
詣
す
る
。
母
陽
明
門
院
と
女
一
宮
聡
子
内
親
王
を
連
れ
だ
っ
て
の
も
の
で
、

巻
名
「
松
の
し
づ
え
」
の
由
来
と
な
る
。
出
立
か
ら
帰
京
ま
で
（〔二
三
〕
～
〔二
九
〕）、

資
料
性
の
高
い
文
章
で
か
な
り
の
紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
院
、
関
白
以
下

の
和
歌
が
四
十
五
首
連
な
る
。
参
詣
記
事
末
尾
に
、

…
…
淀
に
お
は
し
ま
し
着
き
ぬ
。
こ
の
ほ
ど
に
左
大
臣
御
迎
へ
に
参
り
た

ま
へ
り
。
い
と
重
々
し
く
、
き
よ
げ
に
め
で
た
き
御
有
様
な
り
。

人
の
ま
ね
ぶ
を
書
き
つ
く
れ
ば
、
ひ
が
事
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
か
し
。����

�
�

（
③
四
五
八
頁
）

と
左
大
臣
師
実
の
御
幸
を
迎
え
る
姿
を
記
す
。
帰
京
後
、
後
三
条
院
は
病
が
重

く
な
り
四
月
二
十
九
日
出
家
の
こ
と
（〔三
〇
〕）、
中
宮
馨
子
も
出
家
、
母
の
陽
明

門
院
の
姿
も
映
し
出
す
。
続
い
て
、
五
月
七
日
に
院
の
崩
御
の
こ
と
が
記
さ
れ

る
。
内
親
王
た
ち
や
女
院
の
悲
し
み
を
記
す
。
一
品
宮
聡
子
、
女
御
基
子
、
院

の
姉
宮
良
子
、
堀
河
女
御
昭
子
た
ち
の
出
家
も
記
さ
れ
た
（〔三
一
〕）。
中
瀬
氏
は
、

女
御
基
子
・
実
仁
親
王
に
つ
い
て
は
、
本
巻
で
ほ
ぼ
書
く
べ
き
こ
と
は
終
了
し

て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　

巻
末
に
は
、
後
冷
泉
崩
御
を
も
あ
わ
せ
て
悼
む
少
将
の
内
侍
と
大
弐
の
三
位

の
贈
答
歌
、
他
三
首
後
三
条
の
追
悼
歌
を
記
し
て
、
巻
を
閉
じ
て
い
る
。

二　

巻
三
九
「
布
引
の
滝
」
の
師
実

　

―
―
師
実
の
任
関
白
、
養
女
中
宮
賢
子
に
皇
子
女
た
ち
誕
生
―
―

　

本
巻
は
白
河
天
皇
の
御
代
、
約
十
年
間
の
出
来
事
を
描
く
。

　

巻
頭
に
、「
宇
治
殿
」
頼
通
の
薨
去
記
事
を
記
し
、
巻
末
に
は
賀
茂
祭
の
翌

日
、
関
白
師
実
が
中
宮
賢
子
腹
の
善
仁
親
王
と
同
車
し
て
還
立
を
見
物
す
る
記

事
を
お
く
よ
う
に
、
師
実
と
そ
の
一
家
に
焦
点
を
あ
て
た
記
事
が
目
立
つ
。
巻

名
「
布
引
の
滝
」
も
、
師
実
が
人
々
を
ひ
き
つ
れ
て
の
遊
覧
に
よ
る
も
の
で
、

師
実
以
下
一
行
の
和
歌
が
九
首
ほ
ど
記
さ
れ
て
い
る
。

　

本
巻
で
は
、
師
実
家
の
相
次
ぐ
慶
事
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
白
河
天
皇
が

即
位
し
、
養
女
賢
子
は
中
宮
に
立
ち
、
師
実
は
関
白
教
通
の
薨
去
を
う
け
て
、

関
白
と
な
る
（
承
保
二
〈
一
〇
七
五
〉
年
十
月
）。

　

師
実
は
、
巻
三
六
に
「
一
の
人
」
め
い
て
「
世
の
固
め
」
と
な
る
べ
き
人
物

と
触
れ
ら
れ
、
巻
三
八
に
は
「
た
だ
今
は
二
の
人
」
と
あ
っ
た
が
、「
一
の
人
」

が
実
現
し
た
（
時
に
三
十
四
歳
）。
そ
の
前
年
に
、
中
宮
賢
子
に
は
白
河
天
皇
の

皇
子
敦
文
親
王
が
誕
生
し
た
（
承
保
元
年
十
二
月
）。
御
堂
流
の
女
性
に
男
皇
子

が
誕
生
し
た
の
は
、
実
に
敦
良
親
王
誕
生�

（
寛
弘
六
〈
一
〇
〇
九
〉
年
）
以
来
の

こ
と
、
六
十
五
年
ぶ
り
と
な
る
。
そ
の
後
も
、
中
宮
賢
子
は
皇
子
一
人
皇
女
三

人
を
う
む
。
一
宮
は
赤
裳
瘡
で
亡
く
な
っ
た
も
の
の
、
二
宮
善
仁
親
王
は
健
在

で
あ
り
、
巻
四
〇
で
堀
河
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
。
師
実
は
白
河
天
皇
皇
子
女

た
ち
の
祖
父
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
巻
で
は
、
白
河
天
皇
中
宮
賢
子
そ
し
て
次
々
に
誕
生
し

た
皇
子
女
た
ち
の
存
在
が
、
何
と
い
っ
て
も
重
い
。
そ
こ
で
、
師
実
本
人
と
そ

の
子
女
た
ち
が
描
か
れ
た
記
事
と
、
中
宮
賢
子
と
皇
子
女
た
ち
が
中
心
的
に
描

か
れ
た
記
事
と
を
、
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
整
理
し
、
そ
の
小
見
出
し
番
号
を
次

（�28�）
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に
示
す
。
な
お
、
師
実
関
係
記
事
の
（　

）
内
の
記
事
は
、
師
通
・
忠
実
ほ
か

子
女
た
ち
に
関
わ
る
。

　

◇
関
白
師
実
関
係
記
事��������

　
　
　

�〔一
〕～〔三
〕、〔六
〕、〔九
〕、〔一
五
〕、〔二
〇
〕、（〔二
一
〕、〔二
二
〕）、〔二
四
〕、〔二
六
〕、（〔二
七
〕）、

〔二
九
〕、（〔三
二
〕）、〔三
四
〕、〔三
六
〕、〔四
二
〕、〔四
七
〕、（〔四
八
〕、〔五
一
〕、〔五
三
〕、〔五
四
〕、〔五

五
〕、〔五
七
〕）、〔五
八
〕

　

◇
中
宮
賢
子
関
係
記
事

　
　
　

�〔六
〕、〔八
〕、〔九
〕、〔一
五
〕
～〔一
九
〕、〔二
三
〕、〔二
五
〕、〔二
九
〕、〔三
五
〕、〔三
六
〕、〔三
八
〕

～〔四
一
〕、〔四
五
〕、〔四
六
〕、〔四
九
〕、〔五
〇
〕、〔五
二
〕、〔五
八
〕　

　

関
白
に
な
っ
た
師
実
は
本
巻
に
な
る
と
、
ひ
と
き
わ
存
在
感
大
き
く
描
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
中
宮
賢
子
と
不
可
分
の
関
係
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
嫡

子
師
通
や
他
の
師
実
子
女
、
孫
忠
実
に
つ
い
て
な
ど
は
、
次
節
で
と
り
あ
げ
る

こ
と
に
し
た
い
。

　

本
節
で
は
、
師
実
本
人
と
中
宮
賢
子
関
係
の
重
要
と
思
わ
れ
る
記
事
を
中
心

に
、
物
語
の
流
れ
に
そ
っ
て
言
及
し
た
い
。
ま
ず
は
、
巻
頭
「
頼
通
薨
去
」
か

ら
見
て
い
く
。

　
〔一
〕�　

宇
治
殿
重
く
悩
み
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
い
つ
と
な
き
御
事
に
て
過

ぎ
つ
る
を
、
つ
ひ
に
二
月
二
日
に
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
左
の
大
殿
、

皇
太
后
宮
な
ど
、
思
め
し
嘆
か
せ
た
ま
ふ
さ
ま
お
ろ
か
な
ら
ず
。
右
の

大
殿
も
、年
ご
ろ
の
御
恩
の
ほ
ど
思
し
め
す
に
、劣
ら
ぬ
御
心
の
中う
ち

な
り
。

高
倉
殿
の
上
、
一
の
宮
な
ど
も
い
か
が
は
お
ろ
か
に
は
。
八
十
余
年
世

の
一
の
人
に
て
お
は
し
ま
し
つ
る
御
蔭
に
隠
れ
つ
る
人
々
い
く
そ
か
は
。

高
き
も
短
き
も
、
釈
迦
仏
の
隠
れ
た
ま
へ
る
を
り
の
有
様
に
劣
ら
ず
涙

を
流
し
た
り
。�

（
③
四
六
五
頁
）

　

頼
通
薨
去
は
、
白
河
天
皇
の
御
代
延
久
六
（
一
〇
七
四
）
年
二
月
二
日
で
あ
っ

た
。
頼
通
死
を
悲
し
み
嘆
く
人
物
が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
の
順
序
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
、
嫡
子
師
実
、
姉
の
四
条
宮
寛
子
、
次
に
「
右
の
大
殿
」
頼
通
養
子
源
師

房
と
な
る
。
そ
の
後
に
、「
高
倉
殿
の
上
」
頼
通
正
室
隆
姫
、
養
女
嫄
子
腹
の

皇
女
「
一
の
宮
」
祐
子
内
親
王
の
順
と
な
る
。
頼
通
は
、
現
実
的
に
は
、
隆
姫

を
重
ん
じ
、
孫
の
祐
子
内
親
王
を
幼
く
し
て
准
后
に
し
、
内
親
王
方
で
歌
合
や

遊
び
な
ど
を
催
し
て
公
卿
や
殿
上
人
を
招
く
な
ど
、
そ
の
後
見
ぶ
り
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
た
の
だ
が
。

　

源
師
房
は
、
正
編
か
ら
登
場
し
続
編
に
も
巻
三
一
か
ら
登
場
し
て
い
た
が
、

次
節
に
記
す
よ
う
に
巻
三
九
で
特
筆
さ
れ
て
い
る
。
関
白
頼
通
を
政
治
と
文
化

の
両
面
で
、
藤
原
頼
宗
（
頼
通
異
母
弟
で
、
そ
の
妹
尊
子
は
師
房
妻
）
と
と
も
に
支

え
続
け
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
娘
麗
子
の
夫
師
実
に
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
、

第
二
部
は
記
録
性
に
は
乏
し
い
も
の
の
、
現
実
世
界
と
大
き
く
連
動
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
点
線
部
の
よ
う
に
、
頼
通
の
死
を
釈
迦
入
滅
を
ひ
き
あ
い
に
出

し
、「
高
き
も
短
き
も
」
と
人
々
の
涙
を
流
す
悲
し
み
に
つ
い
て
描
く
の
は
、

正
編
の
巻
三
〇
「
鶴
の
林
」
で
道
長
死
と
葬
送
に
際
し
て
釈
迦
入
滅
に
喩
え
た

記
述
を
受
け
て
、
正
編
道
長
と
続
編
頼
通
を
連
結
さ
せ
る
意
図
が
あ
ろ
う
。

　

続
く
、「
僧
俗
と
も
に
頼
通
を
追
懐
」
で
は
、

　
〔二
〕�　

山
々
寺
々
の
僧
な
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
と
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
、
を
り

に
つ
け
て
夏
は
涼
し
か
る
べ
き
さ
ま
に
、
冬
は
風
を
防
ぐ
べ
き
御
心
掟
、

さ
び
し
き
ほ
ど
思
し
は
か
り
と
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
し
、
心
き
よ
き
奥
山

の
聖
ど
も
に
、
百
万
遍
を
満
て
さ
せ
と
ぶ
ら
は
せ
た
ま
へ
る
を
、
い
か

で
か
世
に
は
あ
る
べ
か
ら
ん
と
、
偲
び
ま
う
す
さ
ま
あ
は
れ
に
い
み
じ
。

入
道
殿
の
六
十
余
年
栄
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
隠
れ
さ
せ
た
ま
ひ
し
だ
に
、

い
か
が
は
人
の
偲
び
ま
う
し
し
。
こ
れ
は
た
今
年
八
十
三
に
ぞ
な
ら
せ

（
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た
ま
ひ
け
る
。
…
…�

（
③
四
六
六
頁
～
）

と
、
ま
ず
は
頼
通
の
僧
侶
に
対
す
る
庇
護
が
語
ら
れ
て
い
る
。
頼
通
が
宇
治
の

御
堂
に
こ
も
り
、
出
家
し
て
い
た
（
延
久
四
〈
一
〇
七
二
〉
年
正
月
）
こ
と
も
あ
り
、

「
山
々
寺
々
の
僧
」、「
奥
山
の
聖
」
た
ち
の
、
も
う
こ
の
よ
う
な
人
は
あ
ら
わ

れ
な
い
と
、
偲
び
な
げ
く
さ
ま
が
ま
ず
は
語
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
道
長
の
六
十
余
年
の
生
涯
に
比
し
、
頼
通
の
八
十
三
歳
と
い
う
年

齢
を
あ
げ
て
、
道
長
の
時
よ
り
も
さ
ら
に
偲
び
慕
っ
た
と
表
現
す
る
。
巻
三
〇

「
鶴
の
林
」
の
よ
う
な
仏
教
語
を
駆
使
し
た
表
現
は
見
ら
れ
な
い
が
、
僧
侶
た

ち
や
身
分
低
き
い
わ
ば
衆
生
が
頼
通
を
偲
ん
で
い
る
。

　

続
く
〔三
〕「
四
十
九
日
の
法
事
」
で
は
、
法
事
を
終
え
て
京
に
帰
る
「
御
心

の
中
」
と
し
て
、
今
度
は
、
師
実
一
人
を
焦
点
化
し
て
記
し
て
い
る
。

　

御
代
が
わ
り
に
と
も
な
い
、
斎
宮
・
斎
院
に
触
れ
て
か
ら
、
懐
妊
し
た
賢
子

が
「
六
月
八
日
」
立
后
す
る
記
事
が
置
か
れ
る
（〔六
〕）。
后
の
空
席
が
な
く
、

太
皇
太
后
宮
章
子
内
親
王
が
女
院
と
な
り
、
順
次
く
り
あ
が
る
。
里
邸
の
東
三

条
第
で
賢
子
立
后
の
大
饗
が
行
わ
れ
、
ま
も
な
く
内
裏
に
還
御
と
あ
る
（〔八
〕）。

　
「
女
院
」
章
子
の
登
場
は
、
養
母
「
大
女
院
」
彰
子
の
病
を
見
舞
う
記
事
へ

と
移
り
、
大
嘗
会
御
禊
に
触
れ
て
女
院
彰
子
の
崩
御
、
葬
送
と
続
け
る
。
そ
こ

で
、
兄
頼
通
の
死
の
場
面
に
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
関
白
教
通
の
悲

し
み
と
葬
送
に
参
加
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

　

そ
の
後
に
、
ま
た
中
宮
賢
子
関
係
記
事
が
続
く
。
第
一
皇
子
敦
文
親
王
を
出

産
、「
承
保
二
年
正
月
二
日
、
七
日
夜
に
当
り
た
れ
ば
」
と
、
産
養
が
白
河
天

皇
主
催
で
行
わ
れ
、
そ
れ
は
、「
後
一
条
院
の
御
産
屋
に
紫
式
部
の
い
ひ
つ
づ

け
た
る
、
同
じ
こ
と
な
り
」
と
記
さ
れ
た
。
八
日
目
に
あ
た
る
翌
日
、
白
衣
か

ら
色
々
の
衣
装
に
変
わ
り
、
ま
も
な
く
東
三
条
殿
に
移
る
。
そ
こ
に
白
河
天
皇

の
行
幸
が
あ
り
、
敦
文
親
王
に
対
面
、
中
宮
賢
子
と
皇
子
を
と
も
な
い
、
内
裏

に
還
幸
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
男
御
子
誕
生
、
立
后
、
寵
愛
の
「
三
つ
の
事
の

さ
し
あ
ひ
て
」
と
、
二
〇
歳
に
も
な
ら
ぬ
賢
子
の
不
足
な
い
め
で
た
さ
を
強
調

し
、
再
び
、
賢
子
は
懐
妊
し
た
と
記
す
（〔一
五
〕～〔一
九
〕）。

　

め
で
た
さ
に
続
く
記
事
に
、
関
白
教
通
が
薨
去
（
承
保
二
〈
一
〇
七
五
〉
年
九
月

二
十
五
日
）、
師
実
に
関
白
と
な
る
宣
旨
が
下
っ
た
と
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

　
〔二
〇
〕　

九
月
二
十
四
日
に
、
左
の
大
殿
大
井
川
に
紅
葉
御
覧
じ
に
お
は
し
ま

す
と
て
、
殿
上
人
、
上
達
部
参
り
集
ま
り
、
殿
も
例
な
ら
ず
な
べ
て
な
ら

ぬ
狩
の
御
衣
奉
ら
ん
と
せ
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
関
白
殿
御
風
の
気
色
お

は
し
ま
す
と
あ
れ
ば
、
と
ま
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
三
四
日
ば
か
り
あ
り
て
う

せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
左
の
大
殿
関
白
の
宣
旨
か
ぶ
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

朱
器
、
台
盤
な
ど
も
て
わ
た
り
、
め
で
た
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。�

�

（
③
四
八
〇
頁
）

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
関
係
し
て
、『
古
事
談
』（
巻
二
の
一
二
話
・
一
三
話
）
を

生
か
し
、『
水
左
記
』
に
、
教
通
薨
奏
が
な
い
た
め
に
と
り
あ
え
ず
師
実
に
は

内
覧
宣
旨
が
下
さ
れ
、
関
白
宣
旨
が
教
通
死
後
十
九
日
も
経
っ
た
十
月
十
五
日

に
な
っ
た
と
し
て
、「
関
白
教
通
が
関
白
を
子
息
信
長
に
渡
す
た
め
に
死
ぬ
ま

で
策
動
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
」
い
う
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
を

『
栄
花
物
語
』
の
読
み
に
生
か
す
人
も
い
る
。『
水
左
記
』
記
事
か
ら
、
そ
こ
ま

で
読
み
取
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
か
。

　
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
そ
れ
ま
で
教
通
そ
の
人
に
つ
い
て
正
面
か
ら
と
り
あ

げ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、

内
の
大
殿
（
信
長
）
に
譲
り
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
く
思
し
け
め
ど
、
宇

治
の
関
白
殿
の
譲
り
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
し
御
心
を
思
し
め
せ
ば
、
い

か
で
か
は
。
ま
た
さ
り
と
も
、
内
の
御
気
色
な
ど
の
さ
る
べ
き
に
も
あ
ら

（
9
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ず
。
故
院
の
御
時
に
、
内
の
大
殿
に
な
ん
譲
ら
せ
た
ま
ふ
べ
か
ん
な
る
な

ど
聞
え
し
を
り
に
も
、「
宇
治
殿
の
聞
か
せ
た
ま
は
ん
が
、
か
た
は
ら
い

た
き
こ
と
」
と
ぞ
の
た
ま
は
せ
け
る
。
御
心
い
と
な
だ
ら
か
に
よ
く
お
は

し
ま
し
け
り
。
一
院
い
と
あ
ざ
や
か
に
す
く
す
く
し
く
、
人
に
従
は
せ
た

ま
ふ
べ
き
御
心
に
も
お
は
し
ま
さ
ざ
り
し
か
ば
、
関
白
殿
も
、
え
御
心
に

も
ま
か
せ
さ
せ
た
ま
は
ず
な
ど
あ
り
し
か
ど
、
末
に
な
る
ま
ま
に
は
、
御

仲
ら
ひ
よ
く
お
は
し
ま
し
て
、
御
心
地
の
ほ
ど
も
つ
と
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま

ひ
、
た
ち
去
ら
せ
た
ま
ふ
を
り
は
尋
ね
ま
う
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

��

（
③
四
八
〇
頁
～
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
の
よ
う
な
教
通
の
性
状
か
ら
、
院
と
の
仲
も
よ
く

な
り
、
崩
御
後
は
、「
故
院
の
御
事
を
思
へ
ば
」
と
東
宮
に
も
よ
く
参
上
し
て

と
、
幼
い
東
宮
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

師
実
が
関
白
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
次
節
に
と
り
あ
げ
る
、
嫡
子
師
通
や
、

女
房
た
ち
に
生
ま
せ
た
子
女
に
つ
い
て
言
及
す
る
（〔二
一
〕、〔二
二
〕）。
時
の
流
れ
に

位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
嫡
子
や
子
女
た
ち
を
紹
介
す
る
に
ふ

さ
わ
し
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
記
す
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

中
宮
賢
子
が
媞
子
内
親
王
を
出
産
、「
女
宮
に
て
お
は
し
ま
す
」、「
心
苦
し

き
方
添
ひ
て
、
う
つ
く
し
う
い
み
じ
と
思
ひ
ま
う
さ
せ
た
ま
へ
り
」
と
、
殿
の

上
源
麗
子
の
思
い
が
特
筆
さ
れ
、
乳
母
二
人
の
名
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
若
宮

と
姫
宮
き
ょ
う
だ
い
も
点
描
さ
れ
て
い
る
（〔二
三
〕）。

　

師
実
の
「
布
引
の
滝
」
遊
覧
―
巻
名
の
由
来
―
を
記
し
、
関
白
師
実
の
歌
以

下
、
同
行
し
た
人
々
の
和
歌
九
首
が
見
え
る
（〔二
四
〕）。

　

年
も
変
わ
っ
て
、
承
保
四
（
一
〇
七
七
）
年
と
な
る
。

　
　
〔二
五
〕　

正
月
一
日
、
宮
た
ち
の
戴
餅

　
　
〔二
六
〕　

正
月
二
日
、
師
実
邸
の
臨
時
客

　
　
〔二
九
〕　�

正
月
十
一
日
、
東
三
条
第
の
陽
明
門
院
に
白
河
天
皇
の
朝
覲
行
幸

　

正
月
一
日
男
宮
女
宮
二
人
そ
ろ
っ
て
の
戴
餅
の
め
で
た
さ
、
二
日
師
実
の
臨

時
客
の
め
で
た
さ
、
十
一
日
朝
覲
行
幸
に
触
れ
た
。
記
録
類
か
ら
も
、
師
実
の

臨
時
客
は
「
正
月
二
日
」
が
恒
例
と
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
白
河
天
皇
の
朝
覲

行
幸
が
、
祖
母
陽
明
門
院
禎
子
に
な
さ
れ
て
い
る
。

…
…
院
の
御
前
に
は
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
う
思
し
め
さ
る
。
拝
し
た
て
ま

つ
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
な
ど
、
涙
ぐ
ま
し
く
思
し
め
す
。
人
々
加
階
多
く
し

た
り
。�

（
③
四
八
七
頁
）

わ
ず
か
な
行
数
な
が
ら
、
関
白
師
実
が
、
私
邸
の
東
三
条
殿
に
陽
明
門
院
禎
子

を
迎
え
て
、
そ
こ
に
行
幸
が
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
女
院
ま
で
も
師
実
が
後
見

し
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
年
、「
四
五
月
ば
か
り
よ
り
赤
裳
瘡
と
い
ふ
こ
と
出
で
来
て
」
と
疫
病

流
行
が
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
っ
た
。
賢
子
腹
の
一
の
宮
敦
文
親
王
も

回
復
せ
ぬ
ま
ま
、「
八
月
六
日
」（
承
保
四
〈
一
〇
七
七
〉
年
）
亡
く
な
る
（〔三
六
〕）。

女
御
道
子
に
は
女
宮
が
誕
生
（
承
保
四
年
九
月
）、「
口
惜
し
く
お
ぼ
し
た
れ
ど
」

（〔三
七
〕）
と
、
さ
り
げ
な
く
皇
子
薨
去
に
皇
女
誕
生
記
事
を
対
置
さ
せ
て
い
る
。

　

中
宮
賢
子
は
参
内
し
て
も
皇
子
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
女
一
の
宮
媞
子

内
親
王
ま
で
が
斎
宮
に
な
り
手
許
か
ら
離
れ
る
と
（
卜
定
は
翌
承
暦
二
〈
一
〇
七
八
〉

年
八
月
の
こ
と
）、
先
取
り
し
て
悲
し
み
を
強
調
す
る
（〔三
八
〕、〔三
九
〕）。
白
河
天
皇

は
摂
関
家
の
白
河
殿
の
地
に
、
法
勝
寺
を
建
立
、
そ
の
供
養
が
盛
大
に
行
わ
れ

る
（
承
保
四
年
十
月
。〔四
〇
〕）。
中
宮
を
は
じ
め
、
陽
明
門
院
、
天
皇
姉
妹
の
内
親

王
た
ち
も
参
会
し
た
と
丁
寧
に
描
か
れ
る
。

　

年
が
変
わ
っ
て
（
承
暦
二
〈
一
〇
七
八
〉
年
）、
正
月
戴
餅
に
、
亡
く
な
っ
た
一

の
宮
が
偲
ば
れ
る
。

　
〔四
一
〕　

年
か
は
り
て
御
戴
餅
の
を
り
も
、
こ
と
忌
せ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
い
み

（�31�）
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じ
き
御
心
の
中
な
り
。
殿
の
上
な
ど
は
、
た
だ
月
日
の
過
ぐ
る
に
つ
け
て

も
、
た
ぐ
ひ
な
く
い
み
じ
か
り
し
御
か
た
ち
、
有
様
の
恋
し
う
、
い
み
じ

う
か
ぎ
り
な
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
、
慕
ひ
ま
つ
は
さ
せ
た
ま
へ
り

し
御
有
様
な
ど
、
い
み
じ
う
思
し
め
し
申
さ
せ
た
ま
ふ
。

�
�

（
③
四
九
八
頁
～
）

「
殿
の
上
」
麗
子
を
特
筆
し
て
記
す
。
次
に
、
二
月
一
日
、
宇
治
で
法
華
八
講

が
行
わ
れ
る
。
頼
通
の
忌
日
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、「
中
宮
の
御
産

屋
近
く
な
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
や
う
や
う
御
祈
り
な
ど
い
み
じ
う
せ
さ
せ
た
ま

ふ
」（〔四
二
〕）
と
、
今
度
は
師
実
を
傍
線
部
の
よ
う
に
焦
点
化
し
て
提
示
す
る
。

　

次
は
、「
内
裏
歌
合
」「『
後
拾
遺
集
』
撰
定
」
と
白
河
天
皇
の
事
跡
が
並
ぶ
。

な
お
、
＊
は
実
際
の
年
次
。

　
〔四
三
〕　

三
月
つ
ご
も
り
、
内
裏
に
歌
合
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
例
の
左
右
挑
み
、

え
も
い
は
ぬ
州
浜
な
ど
、
例
の
こ
と
な
り
。
何
ご
と
に
も
い
と
め
で
た
く

お
は
し
ま
す
世
に
こ
そ
。�

（
③
四
九
九
頁
）

　
　
　

＊
内
裏
歌
合
…
…
承
暦
二
（
一
〇
七
八
）
年
四
月
二
十
八
日
の
こ
と
。

　
〔四
四
〕　

集
な
ど
人
々
に
召
し
て
え
ら
せ
た
ま
ふ
。「
過
ぎ
に
し
こ
と
を
失
は

じ
、
今
よ
り
の
こ
と
を
も
散
ら
さ
じ
」
と
あ
る
古
今
の
序
思
ひ
出
で
ら
れ

け
る
。
昔
に
返
り
て
、
大
井
の
行
幸
歌
合
な
ど
、
い
と
を
か
し
き
御
時
に

な
ん
。�
（
③
四
九
九
頁
）

　
　
　

＊
後
拾
遺
集
の
奏
覧
…
…�

承
保
二
（
一
〇
七
五
）
年
九
月
の
下
命
、
応

徳
三
（
一
〇
八
六
）
年
奏
覧
。

　
　
　

＊
大
井
川
行
幸
歌
合
…
…�

行
幸
は
承
保
三
（
一
〇
七
六
）
年
十
月
。「
歌

合
」
は
、「
、
歌
合
」
か
。

　

前
稿
で
、
続
編
は
人
物
中
心
に
描
か
れ
る
傾
向
が
強
い
と
指
摘
し
た
が
、
右

の
よ
う
に
白
河
天
皇
の
内
裏
歌
合
が
、
後
拾
遺
集
撰
進
・
大
井
川
行
幸
の
こ
と

と
一
括
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
は
、
中
宮
の
女
一
宮
の
こ
と
、
さ
ら
に
女
宮
二
人
と
男
宮
出
産
記
事

な
ど
が
、
ほ
ぼ
連
続
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔四
五
〕　

斎
宮
卜
定
（
承
暦
二
〈
一
〇
八
七
〉
年
八
月
二
日
）
を
ひ
か
え
、「
四
月
十

余
日
」
に
媞
子
内
親
王
の
袴
着
（
年
次
の
確
認
で
き
な
い
）。

　
〔四
六
〕　

中
宮
賢
子
、「
五
月
十
八
日
、
い
と
や
す
ら
か
に
女
宮
を
生
み
た
て

ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
」、
令
子
内
親
王
が
誕
生
（
承
暦
二
年
同
日
）。
皆
残
念

が
る
が
、「
殿
の
上
」
が
と
り
わ
き
か
し
づ
く
。

　
〔四
七
〕　

師
実
は
、
妻
麗
子
を
連
れ
、「
九
月
二
十
三
日
」
石
清
水
八
幡
宮
に

参
詣
（
承
暦
二
年
同
日
）。

　
〔四
九
〕　
「
十
二
月
」
に
斎
宮
の
御
禊
が
あ
り
、
媞
子
内
親
王
は
初
斎
院
に
入

る
（
記
録
に
確
認
で
き
な
い
）。

　
〔五
〇
〕　

中
宮
賢
子
、
男
宮
（
善
仁
親
王
）
を
出
産
（
承
暦
三
〈
一
〇
七
九
〉
年
七
月

九
日
）。

　
〔五
二
〕　

中
宮
賢
子
、
槇
子
内
親
王
を
生
む
（
誕
生
は
承
暦
四
年
）。
皇
女
は
四
条

宮
寛
子
の
養
女
と
な
る
（
承
暦
五
年
八
月
十
日
）。

　

右
に
は
、
賢
子
宮
た
ち
の
こ
と
に
、
一
つ
だ
け
師
実
夫
妻
の
石
清
水
詣
が
混

じ
っ
て
い
る
。
こ
の
参
詣
は
、〔五
〇
〕男
宮
誕
生
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
と
い
う
の
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
白
河
天
皇
は
石
清
水
社
と
賀
茂
社
の

行
幸
を
毎
年
行
う
と
定
め
て
い
た
。
石
清
水
社
は
天
皇
家
に
深
く
関
わ
る
神
社

で
、
正
編
で
は
石
清
水
臨
時
祭
は
二
例
の
み
軽
い
扱
い
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、

続
編
は
重
ん
じ
て
い
て
、
前
稿
に
師
実
―
師
通
―
忠
実
三
代
に
わ
た
り
臨
時
祭

舞
人
を
つ
と
め
た
記
事
に
つ
い
て
言
及
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

次
い
で
、
任
大
臣
に
関
わ
る
記
事
が
置
か
れ
て
、

　
〔五
四
〕　

大
臣
召
し
（
承
暦
四
〈
一
〇
八
〇
〉
年
八
月
）

（
11
）
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〔五
六
〕　

右
大
臣
俊
家
と
内
大
臣
能
長
二
人
が
薨
去
（
永
保
二
〈
一
〇
八
二
〉
年
十

月
、
十
一
月
）

　
〔五
七
〕　
「
俊
房
・
顕
房
・
師
通
、
左
・
右
・
内
大
臣
と
な
る
」（
永
保
三
〈
一
〇

八
三
〉
年
正
月
）

師
房
男
の
二
人
が
左
右
大
臣
に
、
師
通
が
内
大
臣
と
な
る
。
ひ
き
続
い
て
、〔五

八
〕「
善
仁
親
王
、
祭
お
よ
び
そ
の
還
立
を
見
物
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
描

い
て
巻
三
九
を
閉
じ
て
い
る
。

二
の
宮
の
五
つ
に
お
は
し
ま
し
し
に
（
永
保
三
〈
一
〇
八
三
〉
年
に
あ
た
る
）、

祭
の
桟
敷
に
て
も
の
御
覧
ぜ
し
御
有
様
の
め
で
た
さ
に
、
帰
さ
御
覧
じ

に
、
ま
た
の
日
、
紫
野
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
し
御
有
様
の
め
で
た
う
う
つ
く

し
う
こ
そ
。
北
の
陣
に
、
大
殿
御
唐
車
寄
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
若
宮
抱
か

れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
殿
さ
し
そ
ひ
お
は
し
ま
す
に
、
殿
上
人
、
上
達
部
さ

る
べ
き
か
ぎ
り
御
供
に
さ
ぶ
ら
ふ
。
紫
野
の
は
る
か
に
広
き
に
、
御
供
の

人
、
皆
降
り
て
居
並
み
た
り
。
二
の
宮
御
車
よ
り
さ
し
出
で
て
御
覧
ず
る

た
び
ご
と
に
、
見
ま
ゐ
ら
す
る
人
め
で
ま
う
さ
ぬ
な
し
。
殿
の
御
有
様
、

常
よ
り
も
い
と
め
で
た
く
見
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
宮
の
さ
し
な
ら
ば
せ
た

ま
へ
る
こ
と
を
ぞ
、
行
く
末
は
る
か
に
光
添
ひ
出
で
さ
せ
た
ま
へ
る
御
有

様
と
、
祭
の
帰
さ
よ
り
も
心
こ
と
に
御
車
の
あ
た
り
を
、
め
で
た
く
世
の

人
め
で
ま
う
さ
ぬ
な
く
な
ん
あ
り
し
と
ぞ
申
し
伝
へ
た
る
。

�

（
③
五
〇
六
頁
～
）

　

傍
線
を
付
し
た
「
二
の
宮
」
が
善
仁
親
王
で
、
次
の
巻
四
〇
で
帝
位
に
つ
く
。

新
編
全
集
に
は
、「
大
殿
」
は
関
白
師
実
、「
殿
さ
し
そ
ひ
」
の
「
殿
」
は
師
通
、

点
線
部
の
「
殿
」
は
師
実
と
解
し
て
い
る
。

　

師
実
の
「
大
殿
」
呼
称
は
、
後
に　

師
実
が
関
白
職
を
師
通
に
譲
っ
た
（
寛

治
八
〈
一
〇
九
四
〉
年
三
月
九
日
に
辞
し
、
翌
日
師
通
が
関
白
と
な
る
）
後
に
生
ま
れ
る

呼
称
で
あ
っ
て
、
本
来
の
本
文
に
は
、「
大
殿
」
は
単
に
「
殿
」
と
記
さ
れ
て

い
た
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
が
、
巻
四
〇
に
も
う
一
例
「
大
殿
」
呼
称
が
見
え

る
。
現
時
点
で
は
、
直
前
の
〔五
七
〕�

記
事
に
師
通
の
任
内
大
臣
の
こ
と
が
あ
り
、

続
編
で
は
師
実
も
大
臣
に
な
る
と
「
殿
」
呼
称
が
見
え
た
の
で
、
右
の
引
用
文

は
、「
大
殿
」
は
宮
と
車
中
に
あ
り
、「
殿
」
つ
ま
り
内
大
臣
に
な
っ
た
師
通
は
、

殿
上
人
、
上
達
部
と
同
様
に
馬
で
お
供
し
た
と
解
し
て
お
き
た
い
。

　
「
二
の
宮
」
は
賀
茂
祭
り
を
桟
敷
席
で
見
物
、
翌
日
の
紫
野
で
還
立
を
車
中

か
ら
見
物
す
る
と
い
う
光
景
を
記
し
て
、
点
線
部
の
よ
う
に
、
常
よ
り
も
め
で

た
く
見
え
る
「
殿
の
御
あ
り
さ
ま
」
師
実
に
、
二
の
宮
が
「
さ
し
な
ら
ば
せ
た

ま
へ
る
」
の
を
、「
行
く
末
は
る
か
に
光
添
ひ
出
で
さ
せ
た
ま
へ
る
御
有
様
」

と
讃
美
し
て
、
巻
を
閉
じ
て
い
る
。
そ
の
描
き
方
は
、
巻
八
「
初
花
」
で
、
道

長
が
賀
茂
祭
の
日
に
孫
の
敦
成
親
王
（
後
の
後
一
条
天
皇
）
を
抱
き
、
桟
敷
の
御

簾
を
か
か
げ
さ
せ
て
斎
院
選
子
に
御
覧
に
い
れ
、
翌
日
に
斎
院
か
ら
「
光
い
づ

る
あ
ふ
ひ
の
か
げ
を
見
て
し
か
ば
年
へ
に
け
る
も
う
れ
し
か
り
け
り
」
の
贈
歌

と
、
道
長
か
ら
の
返
歌
を
記
す
が
、
そ
れ
ら
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。
こ
の
巻
末

は
、
二
の
宮
と
外
祖
父
師
実
と
も
ど
も
を
余
祝
し
た
表
現
と
解
せ
よ
う
。

三　

�

巻
三
九
「
布
引
の
滝
」
に
お
け
る
師
実
嫡
子
師
通
、
他
腹

の
子
女
た
ち
―
―�

付
、
源
師
房
と
藤
原
通
房
―
―

　

師
通
の
誕
生
に
つ
い
て
は
巻
三
七
に
描
か
れ
て
い
た
（
前
稿
の
第
四
節
）。
巻

三
八
に
師
通
の
登
場
は
な
く
、
巻
三
九
に
父
の
左
大
臣
師
実
が
関
白
教
通
薨
去

を
受
け
て
関
白
に
な
る
と
（〔二
〇
〕（
承
保
二
〈
一
〇
七
五
〉
年
九
月
、
三
四
歳
）、
そ

の
記
事
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
〔二
一
〕　

左
の
大
殿
（
師
実
）
の
御
有
様
い
と
め
で
た
し
。
こ
の
御
腹
の
若
君
は
、

（
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）
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ひ
と
と
せ
御
元
服
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
中
将
に
て
お
は
し
ま
す
。
春
日
の

使
に
立
た
せ
た
ま
ふ
。
昔
、
宇
治
殿
の
少
将
に
て
使
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、

入
道
殿
の
「
心
づ
か
ひ
を
」
と
詠
ま
せ
た
ま
へ
る
、
思
ひ
出
で
ら
れ
て
あ

は
れ
な
り
。�

（
③
四
八
二
頁
）

　

傍
線
部
が
師
通
で
、
元
服
し
て
（
延
久
四
〈
一
〇
七
二
〉
年
正
月
十
一
歳
）、
今
は

中
将
と
な
り
、
春
日
使
に
立
っ
た
こ
と
を
記
す
（
承
保
三
〈
一
〇
七
六
〉
年
二
月
。

時
に
十
五
歳
）。
そ
し
て
、
正
編
の
巻
八
「
初
花
」
巻
頭
に
描
か
れ
た
、
祖
父
の

頼
通
と
関
係
づ
け
て
記
す
。
道
長
の
贈
歌
の
一
節
「
心
づ
か
ひ
を
」
を
引
用
し

て
、「
思
ひ
出
で
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
」
と
表
現
す
る
の
は
、
道
長
―
頼
通
―

師
実
―
師
通
と
い
う
系
譜
に
、
二
組
の
父
子
を
記
す
意
識
が
あ
ろ
う
。
な
お
、

傍
線
部
「
こ
の
御
腹
の
若
君
」
と
、
正
妻
源
麗
子
腹
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
る
の

は
、
次
に
他
腹
の
子
女
た
ち
に
言
及
す
る
文
脈
上
に
も
あ
る
。

　
〔二
二
〕　

殿
は
、
皇
太
后
宮
に
頼
国
が
女
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
思
し
め
し
け
る
に
、

男
二
人
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
、
少
将
と
聞
ゆ
。
今
一
人
、
仁
和
寺
の
宮
に

奉
ら
せ
た
ま
へ
り
。
散
り
た
る
御
子
ど
も
い
と
多
く
て
お
は
し
ま
す
。
同

じ
ほ
ど
、
よ
そ
子
の
や
う
に
生
ま
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
や
む
ご
と
な
き
に

は
あ
ら
で
、
さ
る
べ
き
か
た
ち
よ
き
名
と
り
た
る
所
ど
こ
ろ
の
中
﨟
の

人
々
な
り
。
故
女
院
（
彰
子
）
の
中
納
言
の
君
と
て
、
右
の
大
殿
（
頼
宗
）

の
御
子
に
、
美
濃
守
基
貞
と
聞
え
し
人
の
女
の
腹
に
ぞ
、
あ
ま
た
も
の
し

た
ま
ひ
け
れ
ば
、
女
院
い
と
心
苦
し
と
て
、
女
君
を
ば
い
み
じ
う
か
し
づ

か
せ
た
ま
ひ
て
、
上
に
、
乳
母
な
ど
も
や
む
ご
と
な
き
を
と
ら
せ
た
ま
ひ

て
、
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
、
今
さ
ら
に
と
人
に
言
は
れ
さ
せ
た
ま
ひ
け

れ
ど
、
こ
れ
に
後
の
世
の
こ
と
の
妨
げ
ら
れ
ば
こ
そ
は
あ
ら
め
、
こ
の
世

は
さ
は
れ
と
て
ぞ
、
思
し
め
し
か
し
づ
か
せ
た
ま
ひ
け
る
。
さ
れ
ど
、
女

院
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
い
か
が
も
の
し
た
ま
は
ん
ず
ら
ん
。
男

君
は
二
所
な
が
ら
迎
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。�

（
③
四
八
二
頁
～
）

　

師
実
に
関
し
て
は
、
巻
三
六
に
、
結
婚
す
る
前
の
時
点
で
、「
ま
だ
き
よ
り

色
に
お
は
し
ま
し
て
、
忍
び
あ
り
き
い
み
じ
う
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
年
少
な
の

に
好
色
な
面
が
あ
っ
て
、
姉
寛
子
に
仕
え
る
小
少
将
に
男
子
を
産
ま
せ
た
記
事

が
見
え
た
（〔三
八
〕）。
さ
ら
に
、
結
婚
後
も
、「
…
…
色
め
か
し
く
あ
だ
に
お
は

し
ま
す
も
、
若
き
を
り
に
さ
も
の
せ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
人
や
は
あ
る
。
さ
れ
ば
こ

そ
、
を
か
し
く
な
ま
め
か
し
き
こ
と
も
出
で
来
れ
。
い
と
う
る
は
し
き
は
、
す

さ
ま
じ
く
す
く
よ
か
な
り
か
し
」（〔五
〇
〕）
と
あ
っ
た
。

　

関
白
に
な
っ
て
か
ら
、
右
の
点
線
部
の
よ
う
に
か
な
り
赤
裸
々
に
記
し
て
い

る
。
あ
ち
こ
ち
の
美
貌
と
い
う
評
判
の
中
﨟
女
房
た
ち
に
子
ど
も
を
生
ま
せ
、

「
散
り
た
る
御
子
ど
も
い
と
多
く
」
と
あ
る
。
そ
の
中
で
、
関
白
師
実
の
子
と

し
て
明
記
さ
れ
た
の
は
、
傍
線
を
付
し
た
、「
皇
太
后
宮
」
寛
子
の
女
房
頼
国

女
腹
に
「
男
二
人
」
少
将
（
家
忠
）
と
仁
和
寺
宮
（
師
明
）
に
あ
ず
け
た
僧
（
静
意
）、

さ
ら
に
「
故
女
院
」
彰
子
の
女
房
で
右
大
臣
頼
宗
男
基
貞
の
女
腹
に
は
、
女
君

と
男
君
二
人
（
経
実
・
能
実
）
と
で
あ
る
。
女
君
は
女
院
が
か
し
づ
い
て
い
て
、

男
子
二
人
は
師
実
が
ひ
き
と
っ
た
と
い
う
。
僧
侶
以
外
の
男
子
は
続
編
が
対
象

と
す
る
歴
史
内
で
公
卿
に
っ
て
い
る
。
ま
た
、
新
編
全
集
の
頭
注
を
見
る
と
、

尊
卑
分
脉
か
ら
他
に
は
、「
忠
教
、
忠
長
、
覚
実
、
仁
源
、
覚
信
、
澄
真
、
増
智
、

行
玄
、
玄
覚
、
尋
覚
、
仁
澄
、
永
実
」
の
名
が
あ
が
る
と
指
摘
す
る
。

　

女
院
彰
子
が
か
し
づ
い
た
と
い
う
女
君
は
、
巻
四
〇
で
堀
河
天
皇
の
大
嘗
会

御
禊
に
女
御
代
を
つ
と
め
て
い
る
。
右
に
子
と
し
て
待
遇
さ
れ
た
公
卿
に
な
っ

た
人
た
ち
は
、
だ
が
、
こ
の
後
の
登
場
は
な
い
。
続
編
で
は
、
養
女
中
宮
賢
子

と
そ
の
皇
子
女
た
ち
と
の
関
係
か
ら
も
、
正
妻
の
麗
子
が
重
く
描
か
れ
て
い

る
。

　

師
通
の
そ
の
後
だ
が
、〔二
四
〕
父
関
白
師
実
が
布
引
の
滝
に
逍
遥
し
た
際
、「
三
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位
中
将
」
と
し
て
和
歌
を
残
す
。
そ
し
て
、〔二
六
〕
父
師
実
の
承
保
四
（
一
〇
七
七
）

年
正
月
に
行
っ
た
臨
時
客
が
記
さ
れ
、
そ
の
次
に
「
こ
ぞ
の
冬
」（
承
保
三
年
）

に
時
間
を
遡
ら
せ
て
、
師
通
の
結
婚
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔二
七
〕　

中
将
殿
は
三
位
に
て
お
は
し
ま
す
。
こ
ぞ
の
冬
、
民
部
卿
（
俊
家
）

の
婿
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
に
き
。
内
の
御
い
も
う
と
の
宮
た
ち
に
な
ど
聞
え

つ
れ
ど
、
い
か
に
思
し
け
る
に
か
、
か
く
な
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
れ

ば
、
い
み
じ
う
も
て
か
し
づ
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
四
に
あ
た
ら
せ
た

ま
ふ
姫
君
に
な
ん
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。
こ
の
民
部
卿
は
、
…
…

�

（
③
四
八
六
頁
～
）

　

相
手
の
女
性
は
、
入
道
右
大
臣
頼
宗
の
子
で
あ
る
民
部
卿
俊
家
（
巻
三
二
か

ら
登
場
、
巻
三
六
で
は
師
実
と
と
も
に
そ
の
名
が
並
ん
だ
）
の
四
女
に
あ
た
る
姫
君
と

わ
か
る
。
師
通
の
結
婚
相
手
に
は
、
点
線
部
の
よ
う
に
、
白
河
天
皇
の
妹
の
皇

女
た
ち
が
噂
さ
れ
た
ら
し
い
。
誰
か
は
不
明
。
続
編
で
は
、
四
の
宮
篤
子
内
親

王
が
巻
三
九
以
降
に
も
登
場
す
る
。
続
編
の
最
終
記
事
以
前
に
、
元
服
し
た
堀

河
天
皇
に
入
内
し
て
い
る
が
、
元
服
も
入
内
に
つ
い
て
も
記
さ
な
い
。
篤
子
内

親
王
は
、
師
実
養
女
と
な
っ
て
い
る
。

　

師
通
が
結
婚
し
た
俊
家
女
に
つ
い
て
は
、
巻
三
八
で
、
東
宮
大
夫
能
長
女
で

東
宮
の
女
御
に
な
っ
た
道
子
に
こ
と
よ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
見
え
た
。

民
部
卿
は
、
時
う
し
な
へ
る
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
。
姫
君
た
ち
い
と
多
く

め
で
た
く
て
も
の
し
た
ま
へ
ど
、
た
だ
今
は
、
え
内
、
東
宮
に
も
思
し
か

け
ず
。�

（
③
四
三
八
頁
）

　

民
部
卿
俊
家
の
「
時
う
し
な
へ
る
」
と
は
、
頼
宗
長
子
で
あ
り
な
が
ら
、
弟

能
長
が
叔
父
能
信
の
養
子
と
な
り
、
養
女
茂
子
を
東
宮
に
入
れ
て
後
三
条
天
皇

を
生
ん
だ
関
係
で
、
女
道
子
を
後
三
条
天
皇
皇
子
の
東
宮
妃
と
し
て
入
れ
た
こ

と
に
較
べ
て
、「
時
う
し
な
へ
る
」
と
評
し
た
も
の
。
天
皇
や
東
宮
に
入
れ
て

お
か
し
く
な
い
「
め
で
た
く
て
も
の
し
た
ま
へ
る
」
俊
家
の
四
女
と
師
通
が
結

婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
流
れ
を
物
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

実
は
、
師
実
の
結
婚
の
と
き
も
、
源
麗
子
は
本
来
東
宮
（
後
の
後
三
条
天
皇
）

に
入
内
さ
せ
た
か
っ
た
が
、
東
宮
妃
に
は
す
で
に
馨
子
内
親
王
や
能
信
養
女
茂

子
が
い
る
の
で
、
師
実
と
結
婚
さ
せ
た
と
記
さ
れ
た
（
前
稿
第
二
節
）。
ま
た
後

述
す
る
よ
う
に
、
師
実
兄
の
通
房
も
、
巻
四
〇
で
忠
実
の
結
婚
も
同
様
に
記
し
、

摂
関
家
嫡
子
四
人
に
共
通
す
る
書
き
方
と
な
る
。

　

さ
て
、
師
通
の
結
婚
を
記
し
た
後
に
は
、〔二
八
〕「
師
房
の
病
悩
」
正
月
（
承

保
四
〈
一
〇
七
七
〉
年
）
に
、
師
通
の
母
方
の
祖
父
源
師
房
に
つ
い
て
記
す
。
師

房
は
、「
十
余
日
よ
り
、
風
起
ら
せ
た
ま
ひ
て
」
と
あ
り
、〔三
〇
〕「
師
房
薨
去
」、

〔三
一
〕「
師
房
室
、
尊
子
の
幸
い
」
と
物
語
ら
れ
て
い
く
。

　
〔三
〇
〕��

右
の
大
殿
の
風
さ
ら
に
お
こ
た
ら
せ
た
ま
は
で
、
い
と
苦
し
う
せ
さ

せ
た
ま
へ
ば
、
恐
ろ
し
き
こ
と
を
思
し
め
す
。
二
十
日
の
ほ
ど
な
ど
に
は
、

い
と
重
く
な
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
殿
の
上
も
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
お
は
し
ま

す
。
二
月
十
七
日
に
太
政
大
臣
の
宣
旨
下
り
ぬ
。
い
と
め
で
た
き
御
あ
り

さ
ま
に
な
ん
。�

（
③
四
八
七
頁
～
）

　

師
房
は
、
関
白
頼
通
室
の
弟
と
い
う
縁
で
、
道
長
生
前
に
頼
通
の
養
子
と
な

り
、
続
編
で
は
巻
三
一
の
開
始
時
か
ら
登
場
し
て
き
た
。
そ
れ
が
、
傍
線
部
の

よ
う
に
太
政
大
臣
に
任
じ
ら
れ
た
時
点
で
、
祖
父
の
村
上
天
皇
に
遡
っ
て
系
譜

を
た
ど
り
、
ま
た
中
宮
賢
子
と
一
の
宮
か
ら
「
殿
の
上
」
を
は
じ
め
と
す
る
子

女
た
ち
が
、
次
頁
の
よ
う
な
人
物
名
を
挙
げ
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

師
房
が
、
父
方
も
母
方
も
、
皇
族
の
血
筋
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

　
　

�

御
か
た
ち
い
と
愛
敬
づ
き
、
も
の
も
の
し
く
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ひ
、
御
才

お
は
し
ま
し
、
御
手
め
で
た
く
書
か
せ
た
ま
ふ
。�

（
③
四
八
八
頁
）

と
、
そ
の
人
物
の
器
量
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
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太
政
大
臣
と
な
り
薨
去
直
前
に
、
師
房
は
系
図
を
た
ど
り
な
が
ら
、
正
面

き
っ
て
描
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

続
い
て
、〔三
一
〕�「
師
房
室
、
尊
子
の
幸
い
」
を
描
く
。
師
房
室
尊
子
は
、
道

長
女
な
が
ら
、
他
の
姉
た
ち
の
よ
う
に
后
、
東
宮
妃
、
院
の
女
御
に
は
な
ら
ず

に
、
中
将
師
房
と
結
婚
し
た
が
、
長
命
で
七
十
余
歳
ま
で
夫
と
と
も
に
生
き
て

き
た
こ
と
を
「
い
と
め
で
た
し
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
師
房
薨
去
の
時

と
同
様
に
、
そ
の
子
や
孫
曾
孫
（
傍
線
を
付
し
た
）
に
言
及
し
て
い
る
。

…
…
関
白
殿
の
上
、
大
納
言
た
ち
二
人
、
御
孫
に
て
、
中
宮
の
一
の
宮
、

姫
宮
な
ど
生
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
る
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
、

い
と
め
で
た
し
。
大
将
殿
の
上
な
ど
を
、
内
に
参
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た

ま
ふ
べ
か
り
し
か
ど
、
後
一
条
院
に
は
、
入
道
殿
の
故
中
宮
さ
ぶ
ら
は
せ

た
ま
ふ
、
後
朱
雀
院
に
は
、
陽
明
門
院
の
一
品
宮
と
申
し
し
を
参
ら
せ
た

て
ま
つ
り
お
か
せ
た
ま
ひ
て
し
か
ば
、
故
二
条
の
関
白
殿
、
堀
河
の
右
の

大
殿
な
ど
、
え
参
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
は
で
、
末
の
世
に
後
朱
雀
院

に
こ
そ
は
参
ら
せ
た
ま
へ
り
し
か
ど
、
后
の
御
本
意
か
な
は
せ
た
ま
は

ず
。
隙ひ

ま

な
か
り
し
を
御
覧
じ
て
思
し
絶
え
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ど
、
い
と

め
で
た
く
、
中
宮
を
か
く
て
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
殿
の
上
の
子
に

し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
か
く
も
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
か
ひ
あ

り
て
、
御
お
ぼ
え
世
の
常
な
ら
ず
、
世
の
た
め
し
に
も
し
つ
べ
く
お
は
し

ま
す
、
い
と
め
で
た
し
。�

（
③
四
八
九
頁
～
）

　

右
の
尊
子
の
子
や
孫
は
、
最
初
に
名
の
あ
が
っ
た
師
実
室
麗
子
の
家
系
を

辿
っ
た
こ
と
に
も
な
る
。
続
編
で
は
、
師
実
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
源
麗

子
と
い
う
存
在
を
重
視
し
て
読
む
べ
き
と
思
う
。

　

さ
ら
に
右
に
は
、「
大
将
殿
の
上
」、
つ
ま
り
関
白
頼
通
の
嫡
子
通
房
室
に
対

し
て
、
点
線
部
の
よ
う
に
、
後
一
条
天
皇
か
後
朱
雀
天
皇
か
に
嫁
が
せ
た
い
と

思
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
巻
三
五
は
ほ
ぼ
全
巻
を
通
し
て
大
将
通
房
と
そ

の
死
を
悼
む
巻
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
師
房
死
を
悼
み
つ
つ
、
妻
尊
子
の
幸
い
を

語
る
箇
所
で
、
初
め
て
、
通
房
室
が
摂
関
家
嫡
子
の
結
婚
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性

と
し
て
、
師
実
・
師
通
の
結
婚
相
手
と
同
じ
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る

点
に
注
意
し
た
い
。
巻
三
五
時
点
で
師
房
は
ま
だ
大
納
言
で
し
か
な
く
、
太
政

大
臣
と
な
っ
た
こ
こ
で
初
め
て
記
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

続
く
の
が
、〔三
二
〕「
師
通
、
大
将
と
な
る
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
（
承
保
四
〈
一

〇
七
七
〉
年
四
月
九
日
に
任
大
将
。
後
文
に
あ
る
よ
う
に
「
十
六
歳
」
の
時
）。
師
通
の
母

方
の
系
譜
が
辿
ら
れ
そ
の
後
に
、
師
通
が
、「
三
位
中
将
」
か
ら
「
宰
相
」
と

な
り
「
大
将
か
け
さ
せ
た
ま
ひ
つ
」
と
記
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
殿
こ
そ
は
中

納
言
中
将
」
か
ら
大
将
に
な
っ
た
の
だ
が
、
と
父
師
実
に
較
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
将
に
な
っ
た
儀
式
に
は
、
俊
家
女
の
師
通
室
も
や
っ
て
き
た
こ
と
、「
今
年

ぞ
大
将
殿
十
六
に
な
ら
せ
た
ま
へ
ど
、
い
と
大
き
や
か
に
、
う
つ
く
し
う
愛
敬

づ
き
、
め
で
た
く
お
は
し
ま
す
」
と
、
そ
の
風
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

続
く
の
は
、「
賀
茂
社
」
に
関
係
し
て
、
白
河
天
皇
の
行
幸
と
師
実
の
摂
関

賀
茂
詣
で
が
並
ん
で
い
る
。

　
〔三
三
〕「
賀
茂
社
行
幸
の
こ
と
」

行
幸
は
、
こ
の
御
時
に
は
、
年
ご
と
に
御み

あ

れ
阿
礼
の
日
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

村
上
天
皇

殿
の
上
（
麗
子
）

大
納
言
（
俊
房
）

中
務
宮
（
具
平
）

大
納
言
（
顕
房
）

源
師
房

宰
相
中
将
（
師
忠
）

法
性
寺
座
主
僧
都
（
仁
覚
）

大
将
（
通
房
）
室

今
姫
君

 
中
務
宮
（
代
明
）

麗
景
殿
女
御
（
庄
子
）

式
部
卿
宮
（
為
平
）
女
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は
じ
め
た
り
し
年
、
資
綱
の
中
将
、

　
　
　
　
　
〔
和
歌
欠
〕

と
詠
み
た
ま
へ
り
き
。

　
〔三
四
〕「
師
実
、
賀
茂
社
に
詣
る
」

関
白
殿
の
御
賀
茂
詣
で
に
、
例
の
世
に
あ
り
と
あ
る
人
、
御
前
し
、
上

達
部
、
殿
上
人
参
り
た
ま
ふ
に
、
殿
い
と
重
り
か
に
め
で
た
き
御
有
様
な

り
。
中
納
言
、
宰
相
な
ど
渡
り
た
ま
ひ
て
、
末
つ
方
に
宰
相
に
て
大
将
殿
、

随
身
番
は
せ
た
ま
ひ
、
御
前
し
て
お
は
し
ま
す
、
い
と
め
で
た
し
。
い
と

ふ
く
ら
か
に
愛
敬
づ
き
、
匂
ひ
や
か
な
る
御
有
様
に
て
お
は
し
ま
す
。　

�

（
③
四
九
一
頁
～
）

　

白
河
天
皇
の
賀
茂
行
幸
に
つ
い
て
、
前
掲
三
橋
正
氏
論
文
を
参
照
す
る
。「
神

社
行
幸
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
神
祇
信
仰
と
権
威
を
示
そ
う
と
い
う
姿
勢
」
は
、

白
河
天
皇
の
時
代
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
と
い
う
。
白
河
天
皇
は
後
三
条
天
皇
に

倣
っ
て
、
計
十
社
へ
の
一
通
り
の
神
社
行
幸
を
承
保
二
（
一
〇
七
五
）
年
～
承

暦
元
（
一
〇
七
七
）
の
う
ち
に
終
え
た
。
代
始
め
の
賀
茂
・
石
清
水
の
二
社
行

幸
は
承
保
二
年
に
終
え
た
が
、『
扶
桑
略
記
』
承
保
三
（
一
〇
七
六
）
年
三
月
四

日
に
石
清
水
に
行
幸
、
さ
ら
に
四
月
二
十
三
日
（
戊
申
）
条
に
賀
茂
社
行
幸
を

記
し
、
別
の
御
願
に
よ
っ
て
「
毎
年
春
三
月
為
二
石
清
水
行
幸
之
期
一
、
又
毎

年
四
月
中
申
日
為
二
賀
茂
社
行
幸
式
日
一
」
と
、
毎
年
の
行
幸
と
し
て
位
置
づ

け
た
と
い
う
。

　
〔三
三
〕の
「
御み

あ

れ
阿
礼
の
日
」
と
は
賀
茂
祭
前
日
「
中
申
日
」
の
こ
と
で
、
三
橋

氏
は
、
従
来
摂
関
家
賀
茂
詣
が
行
わ
れ
る
日
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
堀
河
天

皇
時
代
に
な
る
と
、
毎
年
の
石
清
水
社
・
賀
茂
社
の
行
幸
は
な
く
な
り
、
摂
関

賀
茂
詣
は
寛
治
元
（
一
〇
八
七
）
年
以
降
、
も
と
の
式
日
に
復
さ
れ
た
と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、〔三
四
〕師
実
の
摂
関
賀
茂
詣
は
、
師
通
が
大
将
に
な
っ
た
承
保
四

（
一
〇
七
七
）
年
に
記
す
。
こ
こ
で
、
末
松
剛
氏
「
摂
関
賀
茂
詣
の
成
立
と
展
開
」

を
参
照
し
た
い
。「
摂
関
家
」
賀
茂
詣
の
儀
と
し
て
確
立
す
る
の
は
、
道
長
（
前

摂
政
）・
頼
通
（
現
摂
政
）
二
人
に
よ
る
寛
仁
元
（
一
〇
一
九
）
年
で
あ
り
、
そ
れ

以
前
は
「
大
臣
賀
茂
詣
」
の
性
格
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
師
実
初
度
の
摂

関
賀
茂
詣
だ
が
、
承
保
三
年
と
確
認
さ
れ
る
。
続
編
で
は
、
ほ
ぼ
毎
年
行
わ
れ

た
関
白
師
実
の
賀
茂
詣
を
、
師
通
が
「
大
将
」
に
任
じ
た
年
に
記
し
た
。「
め

で
た
し
」
と
、
師
実
一
家
の
栄
華
の
一
齣
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
は
確
か
で

あ
り
、
続
編
に
は
「
大
殿
」
呼
称
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
大
殿
」
道
長
と
「
摂
政
」

頼
通
同
様
に
、
内
大
臣
師
通
が
関
白
に
な
っ
て
か
ら
は
、
例
年
「
大
殿
」
師
実

と
二
人
の
参
詣
で
あ
っ
た
。
二
人
ゆ
え
に
供
奉
す
る
人
々
も
奉
納
も
よ
り
膨
ら

ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
そ
の
光
景
を
、
目
の
当
た
り
に
見
物
し
て
い
た
可
能
性
は

高
い
。
な
お
、
点
線
部
の
よ
う
に
、
ま
た
、
師
通
の
外
貌
を
記
し
て
い
る
。

　

次
の
師
通
登
場
は
、
五
節
を
出
だ
す
、
と
い
う
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
〔四
八
〕
五
節
、
大
将
殿
出
さ
せ
た
ま
ふ
。
世
の
常
な
ら
ん
や
は
。
女
院
、
四

条
宮
な
ど
、
童
女
、
下
仕
の
装
束
目
も
あ
や
に
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
う
つ

く
し
き
童
女
な
ど
え
り
と
と
の
へ
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。�

（
③
五
〇
一
頁
）

　

師
通
が
五
節
を
出
す
の
に
、
女
院
章
子
内
親
王
と
四
条
宮
寛
子
が
な
ら
ん
で

協
力
し
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
前
稿
に
記
し
た
巻
三
六
の
〔四
四
〕「
師
実
、

五
節
の
舞
姫
を
出
す
」
の
記
述
と
同
様
で
あ
る
。

　

中
村
成
里
氏
「
藤
原
師
実
・
師
通
・
忠
実
」
は
、『
栄
花
物
語
』
続
編
が
、「
賛

美
さ
れ
る
師
実
と
予
祝
さ
れ
る
忠
実
、
そ
れ
に
比
し
て
相
対
的
な
評
価
が
低
い

師
通
に
関
す
る
記
述
の
特
徴
を
、『
今
鏡
』
と
比
較
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
。」

と
さ
れ
た
。
だ
が
、
本
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
師
通
は
父
師
実
の
描
き
方
を
踏

襲
し
、
同
じ
よ
う
に
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
中
村
氏
は
、「
忠
実
周
辺
が
続
編
の

成
立
に
関
与
し
た
可
能
性
」
を
、『
中
外
抄
』『
富
家
語
』
な
ど
も
視
野
に
入
れ

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）
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『栄花物語』続編を私家集から照射する（下）



て
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
続
編
成
立
時
期
の
確
認
と
と
も
に
、『
栄
花
物
語
』

が
女
房
の
手
に
よ
る
女
性
の
た
め
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
そ
の
頃

の
女
房
た
ち
の
交
流
や
文
化
面
な
ど
か
ら
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

��

続
編
の
師
通
に
も
ど
る
。
赤
裳
瘡
を
患
っ
た
一
の
宮
敦
文
親
王
が
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、

　
　
〔五
〇
〕「
賢
子
、
善
仁
親
王
を
生
む
」

と
い
う
慶
び
ご
と
（
承
暦
三
〈
一
〇
七
九
〉
年
七
月
九
日
誕
生
）
と
並
ん
で
、

　
　
〔五
一
〕「
師
通
男
、
忠
実
、
誕
生
」

の
記
事
（
承
暦
二
〈
一
〇
七
八
〉
年
誕
生
）
を
置
く
。
後
者
に
は
、

大
将
殿
は
、
御
か
た
ち
、
有
様
、
匂
ひ
や
か
に
愛
敬
づ
き
、
め
で
た
き
御

有
様
な
り
。
若
君
の
い
と
う
つ
く
し
き
出
で
お
は
し
ま
し
た
れ
ば
、
殿
に

迎
へ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
殿
世
に
な
く
か
ぎ
り
な
き
も
の
に
か
し

づ
き
思
ひ
ま
う
さ
せ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
こ
と
わ
り
な
り
。�

（
③
五
〇
二
頁
）

点
線
部
の
師
通
の
外
貌
と
雰
囲
気
が
、
ま
た
同
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。
善
仁
親

王
記
事
と
並
べ
る
の
は
、
師
実
孫
の
世
代
を
並
べ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、

巻
三
六
に
東
宮
妃
と
師
実
室
の
男
子
出
産
記
事
を
並
べ
た
書
き
方
（
前
稿
第
二

節
）
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
。

　

師
通
は
忠
実
母
全
子
と
の
関
係
が
疎
遠
に
な
る
。
病
が
ち
な
父
俊
家
は
、
孫

忠
実
は
関
白
の
も
と
に
ひ
き
と
ら
れ
、
そ
の
後
ろ
盾
ゆ
え
に
安
心
だ
が
と
、
残

さ
れ
る
女
た
ち
の
将
来
を
思
い
わ
ず
ら
う
様
を
描
い
て
い
る
。

　

師
通
は
、〔五
七
〕
母
方
の
叔
父
俊
房
と
顕
房
が
左
右
の
大
臣
に
な
っ
た
折
に
、

内
大
臣
と
な
る
。
続
く
〔五
八
〕「
善
仁
親
王
、
祭
お
よ
び
そ
の
還
立
を
見
物
」

の
記
事
が
巻
末
と
な
っ
た
。
第
二
節
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
本
文
の
不
安
は
あ

る
が
、
父
「
大
殿
」
師
実
が
善
仁
親
王
に
同
車
し
、「
殿
」
内
大
臣
左
大
将
師

通
が
他
の
人
々
と
と
も
に
供
奉
す
る
書
き
方
に
注
意
し
た
い
。
善
仁
親
王
は
次

巻
で
堀
河
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
が
、
こ
こ
で
師
実
・
師
通
と
い
う
二
人
の
盤

石
な
後
見
人
を
描
き
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。

四　

巻
四
〇
「
紫
野
」
の
師
実

　

�

―
―
中
宮
賢
子
の
崩
御
、
東
宮
の
薨
去
、
善
仁
親
王
帝
位
に
つ
く
―
―

　

巻
四
〇
は
、
白
河
天
皇
の
御
代
二
年
余
と
、
皇
子
善
仁
親
王
が
帝
位
に
つ
い

て
六
年
ほ
ど
の
期
間
を
対
象
に
し
て
記
す
。

　

巻
頭
は
、「
殿
に
は
、
宮
た
ち
、
若
君
の
御
袴
着
な
ど
、
御
い
そ
ぎ
の
み
し

き
る
。
め
で
た
き
御
事
の
み
多
か
る
に
、」
と
言
及
し
て
か
ら
、
師
実
が
思
い

か
け
て
い
た
天
王
寺
参
詣
に
「
応
徳
元
（
一
〇
八
四
）
年
九
月
十
二
日
」
に
出

立
す
る
、
と
続
く
。
姉
の
四
条
宮
寛
子
も
同
道
し
、
師
実
室
麗
子
も
と
も
な
う
。

女
房
車
は
、
師
実
方
と
宮
方
と
そ
れ
ぞ
れ
三
輌
、
日
ご
と
に
装
束
を
替
え
て
と
、

女
房
た
ち
の
服
飾
に
言
及
し
、
上
達
部
や
殿
上
人
も
残
り
少
な
く
同
行
す
る
と

記
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

　
〔一
〕　

…
…
御
遊
び
な
ど
あ
る
べ
き
を
、
中
宮
例
な
ら
ず
お
は
し
ま
す
と
い

ふ
こ
と
あ
り
て
、
華
や
か
な
る
事
は
と
ま
り
ぬ
。
歌
な
ど
、
殿
の
御
方
、

宮
の
御
方
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
を
か
し
く
て
多
か
り
。
宮
の
御
心
地
重
く
お

は
し
ま
す
と
て
、
十
七
日
に

0

0

0

0

急
ぎ
帰
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。�

（
③
五
一
一
頁
～
）

中
宮
不
例
に
よ
り
「
華
や
か
な
る
事
は
と
ま
り
ぬ
」
と
あ
る
。
と
と
も
に
傍
線

部
、
殿
の
御
方
と
四
条
宮
方
に
詠
歌
が
あ
っ
た
と
す
る
。
新
編
全
集
頭
注
は
、

後
二
条
師
通
記
の
十
七
日

0

0

0

条
「
中
宮
ノ
御
悩
ニ
依
リ
、
和
歌
之
ヲ
留
ム
。
関
白

殿
、
大
盤
所
御
同
車
シ
、
参
内
セ
シ
ム
。
中
宮
ノ
御
悩
、
重
ク
患
ヒ
給
フ
、
ト

云
々
」
を
引
用
す
る
。
だ
が
、
天
王
寺
参
詣
は
住
吉
社
参
詣
を
と
も
な
う
も
の

だ
が
（
扶
桑
略
記
）、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
の
詠
歌
が
指
摘
さ
れ
て

（�38�）
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い
る
。

　
〔二
〕　

い
と
重
く
お
は
し
ま
し
け
り
。
日
を
経
て
重
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

九
月
二
十
二
日

0

0

0

0

う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
あ
さ
ま
し
な
ど
も
世
の
常
な
り
。

い
づ
方
に
も
思
し
嘆
か
せ
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
ひ
や
る
方
な
し
。
右
の
大
殿

の
上
、
殿
の
上
な
ど
、
た
だ
思
ひ
や
る
べ
し
。
内
の
御
前
に
は
こ
と
わ
り

と
は
申
し
な
が
ら
、
い
ふ
方
な
く
た
ぐ
ひ
な
く
思
し
め
し
入
ら
せ
た
ま
へ

り
。
ま
た
こ
れ
を
い
み
じ
き
嘆
き
に
、
殿
よ
り
は
じ
め
嘆
か
せ
た
ま
ふ
。

東
宮
大
夫
な
ど
思
ひ
嘆
き
た
ま
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
く
、
宮
々
も
殿
に
出
で

さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
斎
宮
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

　
　

�　

内
に
は
月
日
の
ゆ
く
も
知
ら
せ
た
ま
は
ず
、
つ
ゆ
の
御
湯
な
ど
も
召
さ

ず
、
沈
み
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
夜
大
殿
の
外と

に
も
出
で
さ
せ
た
ま
は
ず
。

女
房
な
ど
も
、
睦
ま
し
く
さ
る
べ
き
限
り
ぞ
参
り
け
る
。
…
…

�
�

（
③
五
一
二
頁
～
）

中
宮
賢
子
の
病
は
重
く
二
十
二
日
に
崩
御
。
中
宮
の
母
た
ち
の
悲
し
み
、
白
河

天
皇
の
悲
嘆
ぶ
り
に
師
実
は
じ
め
臣
下
は
心
配
す
る
。
宮
々
（
善
仁
と
令
子
）
は

師
実
邸
に
移
り
、
媞
子
内
親
王
は
斎
宮
を
退
い
た
。

　

天
皇
は
月
日
を
経
過
し
て
も
、「
つ
ゆ
の
御
湯
」
な
ど
も
召
し
あ
が
ら
ず
、

「
夜
大
殿
」
に
籠
も
り
き
り
、
近
し
い
女
房
に
し
か
ま
み
え
な
い
。
五
節
も
と

ま
る
。
以
降
、
時
間
は
急
ピ
ッ
チ
に
進
む
。

　

年
が
改
ま
っ
て
も
（
応
徳
二
〈
一
〇
八
五
〉
年
）、
同
じ
よ
う
に
悲
し
み
に
沈
ん

で
い
る
天
皇
は
、「
月
ご
と
に
丈
六
の
仏
を
作
ら
せ
た
ま
ふ
ひ
、
御
堂
を
造
ら

せ
た
ま
ふ
」、「
前
の
世
の
御
契
り
推
し
は
か
ら
る
る
」
と
あ
り
（〔三
〕）、
そ
の

年
「
裳
瘡
と
い
ふ
こ
と
」
が
お
こ
り
、「
応
徳
二
年
十
一
月
八
日
」
に
東
宮
実

仁
親
王
が
亡
く
な
っ
た
（〔四
〕）、
と
記
す
。

　
「
月
日
は
変
は
れ
ど
」（
応
徳
三
〈
一
〇
八
六
〉
年
に
な
る
）、
白
河
天
皇
は
政
に

も
お
出
ま
し
に
な
ら
ず
、
鳥
羽
殿
の
造
営
を
は
じ
め
ら
れ
た
の
は
、
譲
位
の
準

備
か
と
人
々
が
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

　
〔五
〕　

…
…
十
一
月
二
十
六
日
に
、
二
の
宮
に
御
位
譲
り
申
さ
せ
た
ま
ふ
。

今
年
ぞ
八
つ
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
。
故
宮
の
御
事
の
後
は
、
五
節
、
臨
時
祭

さ
ま
変
り
て
、
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
な
く
、
…
…
賀
茂
に
、
御
阿
礼

の
日
ご
と
に
行
幸
の
あ
り
つ
る
も
と
ま
り
、
斎
宮
な
ど
も
ま
だ
ゐ
さ
せ
た

ま
は
ざ
り
つ
る
も
、
か
く
思
し
め
し
け
れ
ば
に
こ
そ
と
、
…
…

�

（
③
五
一
五
頁
）

善
仁
親
王
に
譲
位
す
る
。
中
宮
崩
御
後
は
五
節
や
臨
時
祭
に
も
お
出
ま
し
に
な

る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
例
年
の
賀
茂
行
幸
も
中
止
に
な
っ
て
い
た
と
記
す
。

記
録
類
で
確
認
す
る
と
、
年
毎
の
賀
茂
行
幸
が
、
中
宮
崩
御
の
翌
年
応
徳
二
年

と
三
年
と
行
わ
れ
て
い
な
い
（
石
清
水
行
幸
も
同
様
）。

　
〔七
〕　

十
二
月
十
六
日
御
即
位
な
り
。
御
輿
に
、
角み
づ
ら髪
結
ひ
て
奉
れ
る
、
め

で
た
き
に
も
涙
ぐ
ま
し
く
、
故
宮
の
ま
し
て
見
た
て
つ
ら
せ
た
ま
は
ま
し

か
ば
と
あ
は
れ
な
り
。
御
乳
母
た
ち
典
侍
に
な
り
な
ど
い
と
め
で
た
し
。

殿
、
摂
政
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
こ
と
わ
り
の
こ
と
な
れ
ど
、
さ
し
あ
た
り
て

は
ま
た
い
と
め
で
た
し
。�

（
③
五
一
六
頁
）

堀
河
天
皇
の
即
位
、「
殿
」
師
実
が
摂
政
に
な
っ
た
こ
と
を
記
す
。

　

そ
の
後
は
、
白
河
院
は
心
に
ま
か
せ
て
の
御
幸
や
物
詣
で
が
な
さ
れ
た
と
記

す
。
白
河
女
御
道
子
腹
の
善
子
内
親
王
が
斎
宮
と
な
る
。「
前
斎
宮
上
ら
せ
た

ま
へ
れ
ば
、
殿
に
も
同
じ
御
ご
と
思
ひ
か
し
づ
き
申
さ
せ
た
ま
ふ
。
院
に
入
ら

せ
た
ま
ひ
て
、
院
に
の
み
お
は
し
ま
す
。」
と
媞
子
内
親
王
は
父
院
の
御
所
に

お
入
り
に
な
り
、
院
は
故
中
宮
の
こ
と
を
忘
れ
る
時
と
て
な
く
、
内
親
王
方
で

ば
か
り
過
ご
さ
れ
た
と
あ
る
（〔八
〕）。

　

堀
河
天
皇
の
大
嘗
会
御
禊
に
は
（〔九
〕）、
女
御
代
に
師
実
女
（
母
は
美
濃
守
基

（
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貞
女
）
が
つ
と
め
、「
殿
の
上
、
姫
宮
た
ち
（
令
子
・
槇
子
内
親
王
）、
院
、
前
斎

宮
（
媞
子
内
親
王
）
な
ど
み
な
御
桟
敷
に
て
御
覧
ず
」、
ま
た
、
陽
明
門
院
と
四

の
宮
（
篤
子
内
親
王
）
も
見
物
さ
れ
た
。
故
東
宮
の
母
基
子
と
元
服
し
た
三
の
宮

に
も
触
れ
て
い
る
。

　

翌
寛
治
二
（
一
〇
八
八
）
年
正
月
、
白
河
院
へ
の
朝
覲
行
幸
が
あ
っ
た
（〔一
一
〕）。

　

白
河
院
は
二
月
二
十
二
日
に
高
野
山
に
御
幸
す
る
。「
殿
、
内
大
臣
殿
は
御

送
り
ば
か
り
し
て
帰
ら
せ
た
ま
ふ
。
左
右
の
大
殿
は
詣
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
」

と
あ
り
、「
は
げ
し
き
山
」
を
歩
む
院
に
つ
い
て
も
言
及
、
帰
京
の
日
付
も
記

さ
れ
て
い
る
（〔一
二
〕）。

　

続
く
の
は
、「
石
清
水
社
」
が
ら
み
の
記
事
二
つ
が
並
ぶ
。
ま
ず
は
、
忠
実

関
係
。
巻
三
九
に
忠
実
誕
生
、
巻
四
〇
巻
頭
に
袴
着
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、

　
〔一
三
〕��

臨
時
祭
に
、
内
の
大
殿
の
若
君
、
殿
に
お
ほ
し
た
て
た
て
ま
つ
ら
せ

た
ま
へ
り
つ
る
、
こ
の
正
月
二
十
一
日
に
御
元
服
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
侍

従
に
な
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
る
が
、
少
将
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
舞
人

せ
さ
せ
た
ま
ふ
。�

（
③
五
二
〇
頁
）

「
元
服
」（
寛
治
二
年
正
月
二
十
一
日
）
を
記
し
、「
侍
従
」
か
ら
「
少
将
」
に
な
り

石
清
水
臨
時
祭
に
舞
人
を
つ
と
め
る
、
と
い
う
登
場
で
あ
る
。
祖
父
師
実
や
父

師
通
同
様
に
、
ま
ず
元
服
、
次
い
で
臨
時
祭
の
舞
人
（
前
稿
第
二
節
）
や
春
日
祭

使
（
本
稿
第
三
節
）
を
つ
と
め
る
と
、
同
じ
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
〔一
四
〕　

八
幡
の
行
幸
つ
ご
も
り
方
に
あ
り
て
、
還
さ
に
か
の
鳥
羽
院
に
お
は

し
ま
さ
せ
た
ま
ふ
。
十
余
町
を
籠
め
て
造
ら
せ
た
ま
ふ
。
十
町
ば
か
り
は

池
に
て
、
は
る
ば
る
と
四
方
の
海
の
け
し
き
に
て
、
御
船
浮
べ
な
ど
し
た

る
、
い
と
め
で
た
し
。
故
宮
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
は
、
い
づ
れ
の
宮
た
ち

を
も
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
な
く
、
な
か
な
か
に
見
た
て
ま
つ

ら
ん
に
つ
け
て
催
さ
れ
ぬ
べ
し
と
て
、
こ
の
二
三
年
ば
か
り
、
か
く
い
み

じ
き
御
有
様
ど
も
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
は
ざ
り
つ
る
を
、
御
禊
の
ほ

ど
よ
り
、
斎
宮
（
媞
子
内
親
王
）
を
も
見
た
て
ま
つ
り
、
内
を
も
、
御
禊
の

後
、
行
幸
も
た
び
た
び
あ
り
な
ど
し
て
、
殿
に
お
は
し
ま
す
姫
宮
（
令
子

内
親
王
）
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
日
一
日
も
て
あ
そ
び
、

よ
ろ
づ
の
を
か
し
き
こ
と
を
尽
し
て
御
覧
ぜ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ

て
、
還
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
名
残
恋
し
く
思
し
め
さ
る
ら
ん
か
し
。
た

だ
斎
宮
の
御
方
に
の
み
お
は
し
ま
す
。
を
り
を
り
の
春
秋
の
花
紅
葉
の
盛

り
に
も
、
を
か
し
き
歌
多
く
、
御
遊
び
あ
り
、
心
を
や
り
て
お
は
し
ま
す
。

功
徳
の
方
の
こ
と
も
う
ち
添
へ
、
思
ふ
さ
ま
に
め
で
た
き
御
有
様
な
り
。

た
だ
宮
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
の
み
ぞ
、
あ
は
れ
に
口
惜
し
き
こ
と
な
る
。

�

（
③
五
二
〇
頁
～
）

　

堀
河
天
皇
が
石
清
水
八
幡
宮
に
行
幸
し
（
即
位
後
初
度
）、
そ
の
帰
途
に
鳥
羽

殿
の
父
白
河
院
に
立
ち
寄
る
記
事
で
あ
る
。
鳥
羽
殿
の
広
大
な
結
構
と
海
の
よ

う
な
池
に
言
及
す
る
。
白
河
院
が
、
朝
覲
行
幸
を
受
け
、
ま
た
姫
宮
と
も
交
流
、

斎
宮
媞
子
内
親
王
方
に
ば
か
り
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
、
歌
会
や
管
弦
の
遊
び
を

し
、
功
徳
の
方
も
加
わ
っ
て
と
、
理
想
的
な
上
皇
の
姿
を
映
し
出
し
て
い
る
。

　

続
く
〔一
五
〕
は
、
巻
名
「
紫
野
」
の
由
来
と
な
る
、
賀
茂
祭
と
翌
日
の
還
立

を
白
河
院
と
媞
子
内
親
王
が
同
車
し
て
見
物
す
る
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
る
。

祭
当
日
、
媞
子
内
親
王
付
き
の
女
童
た
ち
の
か
わ
い
ら
し
い
様
子
に
、
女
房
た

ち
も
着
飾
り
い
ど
み
、
そ
ろ
っ
て
出
か
け
る
。
翌
日
も
還
立
を
御
覧
に
な
る
。

…
…
殿
に
も
さ
ま
ざ
ま
に
い
み
じ
う
し
つ
く
し
た
り
、
院
の
御
車
は
、

殿
の
御
桟
敷
見
や
ら
る
る
ほ
ど
な
り
。
午
時
ば
か
り
に
、
院
と
斎
宮
と
一

つ
御
車
に
お
は
し
ま
す
。
斎
宮
を
ば
口
に
乗
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ

て
、
後し
り

に
お
は
し
ま
す
。
い
と
か
た
じ
け
な
く
あ
は
れ
な
り
。
御
直
衣
の

袖
の
ほ
の
か
に
見
え
さ
せ
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な

（�40�）
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し
。
…
…
殿
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
左
右
の
大
殿
、
内
大
臣
殿
、
大

納
言
た
ち
、
そ
れ
よ
り
下
は
た
残
る
な
く
仕
う
ま
つ
れ
り
。
殿
を
は
な
ち

た
て
ま
つ
り
て
は
、
大
臣
た
ち
も
み
な
御
馬
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
世

人
い
み
じ
き
見
物
に
な
ん
し
け
る
。
…
…

還
さ
も
同
じ
こ
と
に
て
御
覧
ず
。
…
…
さ
き
ざ
き
か
く
心
の
ど
か
に
こ

と
な
く
て
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
て
お
は
し
ま
す
帝
、
久
し
く
お
は
し
ま
さ
ざ

り
つ
れ
ば
、
世
に
め
で
た
き
こ
と
に
ぞ
あ
り
け
る
と
め
で
申
し
け
り
。
斎

院
の
、
御
車
と
ど
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
入
り
果
て
さ
せ
た
ま
は
ず
、
院
の

還
ら
せ
た
ま
ふ
を
御
覧
ず
る
を
、
人
め
で
申
し
け
り
。
あ
る
べ
き
ほ
ど
は

何
と
な
く
て
過
ぎ
ぬ
。
鳥
羽
に
宮
た
ち
渡
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
御

遊
び
あ
り
。
御
心
を
や
ら
せ
た
ま
ひ
て
過
ぐ
さ
せ
た
ま
ふ
。

�
�

（
③
五
二
二
頁
～
）

　

祭
当
日
、
院
が
、
媞
子
内
親
王
を
牛
車
の
前
に
の
せ
自
分
は
後
ろ
に
座
る
姿

は
、
人
々
の
感
動
を
誘
う
。
関
白
師
実
は
車
、
左
右
大
臣
や
内
大
臣
師
通
以
下

の
公
卿
ら
は
馬
で
お
供
す
る
の
も
、
人
々
の
見
物
対
象
と
な
る
。
翌
日
は
、
紫

野
で
還
立
を
御
覧
に
な
る
院
に
つ
い
て
記
し
、
理
想
的
な
上
皇
と
し
て
の
暮
ら

し
ぶ
り
を
賞
賛
す
る
。
そ
こ
に
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、「
宮
た
ち
」
つ
ま
り
、

師
実
家
の
令
子
内
親
王
（
養
女
）
と
四
条
宮
寛
子
養
女
の
槇
子
内
親
王
を
鳥
羽

に
呼
び
寄
せ
、
三
人
の
宮
た
ち
と
御
遊
び
な
ど
し
て
と
、
白
河
院
と
姫
宮
た
ち

と
の
絆
が
、
く
り
か
え
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
は
第
一
部
に
描
か
れ
た
後
冷
泉
院
の
后
た
ち
、
女
院
章
子
、
皇
太
后

歓
子
、
四
条
宮
寛
子
ら
の
動
向
を
記
し
て
後
、
斎
宮
善
子
の
伊
勢
下
向
す
る
前

に
、〔一
五
〕
に
描
か
れ
た
斎
院
は
母
の
死
に
あ
い
退
下
、
摂
政
師
実
邸
に
住
ま

う
令
子
内
親
王
が
斎
院
卜
定
さ
れ
る
展
開
を
記
し
て
い
く
。

　
〔一
九
〕　

…
…
定
ま
ら
せ
た
ま
ひ
な
ば
御
対
面
難
か
る
べ
け
れ
ば
、
院
に
渡
ら

せ
た
ま
ふ
。
四
条
宮
の
姫
宮
（
槇
子
内
親
王
）
も
渡
ら
せ
た
ま
ふ
。
若
き

人
々
、
薄
物
、
綾
、
縑か
と
りの
単
襲
の
色
々
な
る
に
、
裳
、
唐
衣
な
ど
め
で
た

く
を
か
し
う
、
花
の
色
々
を
織
り
つ
く
し
て
十
人
、
さ
ら
に
大
人
な
ど
は

織
り
た
る
五
重
な
る
三
重
な
る
、
浮ふ
せ
ん
れ
う

線
綾
な
ど
着
た
る
も
あ
り
、
四
条
宮

の
姫
宮
の
御
方
に
も
四
人
ば
か
り
ぞ
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
。
か
た
ち
、
有

様
心
こ
と
に
選え

ら
せ
た
ま
へ
り
。
斎
宮
の
御
方
（
媞
子
内
親
王
）
も
お
ろ
か

な
ら
ん
や
は
。
院
い
づ
れ
を
も
お
ろ
か
な
ら
ず
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま

ふ
。
か
く
て
六
月
つ
ご
も
り
方
に
ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
人
の
家
に
お
は
し

ま
す
。
ま
た
の
年
の
御
禊
に
ぞ
、
大
膳
職
に
渡
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
禊
の
有

様
な
ど
い
と
め
で
た
し
。
屐
子
は
き
な
ど
さ
へ
選
ら
せ
た
ま
へ
り
。

�

（
③
五
二
六
頁
～
）

　

令
子
内
親
王
が
斎
院
と
な
る
と
対
面
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
院
に
参
上

す
る
。
令
子
内
親
王
付
き
女
房
十
人
の
衣
装
が
く
わ
し
い
。
四
条
宮
養
女
の
槇

子
内
親
王
も
白
河
院
に
渡
り
、
院
に
い
る
媞
子
内
親
王
内
親
王
と
姉
妹
皆
が

集
っ
て
父
院
の
も
と
で
過
ご
す
。
そ
し
て
令
子
内
親
王
は
、
斎
院
と
な
り
（
寛

治
三
年
六
月
二
十
八
日
）、
翌
年
の
初
斎
院
入
り
ま
で
（
寛
治
四
年
四
月
）
を
記
す
。

こ
の
よ
う
に
譲
位
後
の
白
河
院
が
、
亡
き
中
宮
の
形
見
の
姫
宮
た
ち
と
過
ご
す

有
様
が
何
度
と
な
く
物
語
ら
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
善
子
内
親
王
は
母
女
御
道

子
と
と
も
に
伊
勢
に
下
っ
て
い
く
（
寛
治
三
年
九
月
一
五
日
）
記
事
を
置
く
。

　

こ
う
し
て
続
編
を
閉
じ
て
い
く
の
だ
が
、
巻
四
〇
末
尾
は
、
師
実
孫
忠
実
に

関
す
る
、

　
　
〔二
一
〕「
忠
実
、
源
俊
房
女
と
結
婚
」

　
　
〔二
二
〕「
忠
実
、
春
日
祭
の
上
卿
を
勤
め
る
」

と
い
う
二
つ
の
記
事
を
置
く
。

　
〔二
一
〕��
内
の
大
殿
の
少
将
殿
、
今
は
三
位
中
将
と
て
、
世
に
な
く
華
や
か
な

（�41�）
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る
御
有
様
な
り
。
左
の
大
殿
（
源
師
房
）
の
御
婿
に
ぞ
な
し
た
て
ま
つ
ら

せ
た
ま
へ
る
。
内
、
宮
に
な
ど
思
し
め
し
し
か
ど
も
、
殿
の
申
さ
せ
た
ま

ふ
に
従
は
せ
た
ま
ふ
に
も
こ
と
わ
り
に
ぞ
。

　

内
大
臣
師
通
の
子
忠
実
が
登
場
、
左
大
臣
俊
房
の
女
と
結
婚
し
た
と
あ
る
。

点
線
部
師
実
や
父
師
通
同
様
、
結
婚
相
手
は
天
皇
か
宮
に
入
れ
た
い
女
性
と
記

す
。「
殿
」
師
実
の
要
請
に
従
っ
た
と
す
る
。
新
編
全
集
に
、
寛
治
三�

（
一
〇
八

九
）
年
正
月
二
十
九
日
「
露
と
こ
ろ
あ
ら
わ
し
顕
」
が
あ
っ
た
と
注
す
る
。

　

続
編
の
最
終
記
事
は
、忠
実
が
中
納
言
と
な
り
（
寛
治
六
〈
一
〇
九
二
〉
年
正
月
）、

春
日
祭
の
上
卿
を
つ
と
め
た
二
日
間
が
記
さ
れ
る
（
二
月
七
日
、
八
日
）。
下
向

の
日
と
翌
日
帰
京
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔二
二
〕
…
…
宇
治
殿
に
四
条
宮
お
は
し
ま
す
こ
ろ
に
て
、
宇
治
橋
見
や
ら
る

る
ほ
ど
に
御
桟
敷
い
み
じ
う
め
で
た
く
て
、
女
房
の
衣
の
こ
ぼ
れ
出
で
た

る
ほ
ど
、
絵
に
か
か
ま
ほ
し
。
ま
こ
と
に
目
も
あ
や
な
り
。
思
ひ
か
け
ぬ

宇
治
の
わ
た
り
の
御
桟
敷
の
前
渡
る
人
々
、
女

を
ん
な
づ
か
ひ

使
の
内
侍
な
ど
、
用
意
な

く
て
い
と
か
た
は
ら
い
た
く
つ
つ
ま
し
な
が
ら
渡
る
ほ
ど
、
ま
ば
ゆ
く
思

ひ
け
り
。
木
津
河
な
ど
渡
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
え
も
い
は
ず
お
も
し
ろ
う

を
か
し
か
り
け
り
。
か
く
て
佐
保
殿
に
着
か
せ
た
ま
ひ
て
、
祭
の
儀
式
有

様
、
世
の
常
な
ら
ず
め
で
た
く
て
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
。
積
れ
る
人
、
大
殿

の
か
く
て
お
は
し
ま
し
し
に
、
御
孫
に
て
か
く
お
は
し
ま
す
を
、
枝
々
栄

え
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
春
日
の
神
も
心
ゆ
か
せ
た
ま
ひ
て
や
、
め
で
た

く
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
け
ん
と
、
心
の
中
に
思
ひ
余
り
け
る
を
、
同

じ
心
に
賤
の
男
ま
で
め
で
思
ひ
申
し
け
り
。�

（
③
五
二
八
頁
～
）

四
条
宮
寛
子
が
宇
治
殿
の
桟
敷
席
か
ら
一
行
を
見
物
し
た
と
い
う
。「
女
使
」

は
、
こ
の
時
周
防
内
侍
が
奉
仕
し
た
（
為
房
卿
記
）。
傍
線
部
「
用
意
な
く
て
い

と
か
た
は
ら
い
た
く
…
…
」
は
、
い
か
に
も
当
事
者
的
な
表
現
で
あ
る
。
ま
た

傍
線
部
「
積
れ
る
人
、
大
殿
の
か
く
て
お
は
し
ま
し
し
に
」
と
、
師
実
が
祭
使

を
つ
と
め
た
こ
と
を
知
る
視
点
人
物
、「
積
れ
る
人
」
と
は
、
師
実
が
天
喜
四

（
一
〇
五
七
）
年
・
康
平
五
（
一
〇
六
二
）
年
上
卿
と
な
っ
た
こ
と
を
知
る
（
定
家

朝
臣
記
）、
後
冷
泉
朝
期
を
生
き
た
人
と
な
る
。
ま
た
、
波
線
部
は
、
春
日
の
祭

の
帰
路
に
詠
ま
れ
た
、
続
編
末
尾
の
和
歌
と
重
な
っ
て
い
く
。

　

な
お
、
春
日
の
祭
に
関
し
て
、
忠
実
上
卿
の
折
に
師
実
が
上
卿
を
つ
と
め
た

と
記
す
。
巻
八
の
頼
通
の
春
日
祭
使
以
来
、
巻
三
二
の
通
房
の
春
日
祭
使
、
そ

し
て
、
第
三
節
に
述
べ
た
師
通
の
春
日
祭
使
と
、
摂
関
家
嫡
子
の
み
が
『
栄
花
』

正
続
編
と
も
に
春
日
祭
の
記
事
を
も
つ
。

　

続
い
て
、
翌
日
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
続
編
を
結
ん
で
い
る
。

ま
た
の
日
帰
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
供
の
人
々
み
な
、
今
日
ば
か
り
装
束
う

ち
乱
れ
、
今
少
し
思
ひ
や
り
深
く
、
世
に
ま
た
三
笠
の
山
の
か
か
る
た
ぐ

ひ
な
く
、
め
で
た
う
思
ひ
あ
ま
り
て
、
車
ひ
き
と
ど
め
つ
つ
、
道
す
が
ら

見
る
人
の
、

　
　
　
　

行
く
末
も
い
と
ど
栄
え
ぞ
ま
さ
る
べ
き
春
日
の
山
の
松
の
梢
は

　
　

な
ど
、
古
め
か
し
き
人
の
思
ひ
け
る
。�

（
③
五
二
九
頁
）

　

こ
う
し
て
、
師
実
と
孫
忠
実
に
焦
点
化
し
、
摂
関
家
の
未
来
を
祝
し
て
閉
じ

て
い
る
。
最
終
記
事
が
寛
治
六
（
一
〇
九
二
）
年
二
月
の
こ
と
で
、
忠
実
結
婚

か
ら
三
年
後
、
令
子
内
親
王
初
斎
院
入
り
よ
り
約
二
年
後
で
、
そ
の
間
の
出
来

事
は
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
注
16
参
照
）。

　

巻
三
九
の
開
始
と
結
び
は
師
実
の
関
与
記
事
で
あ
っ
た
が
、
巻
四
〇
の
開
始

と
結
び
も
師
実
が
登
場
し
て
い
る
。
巻
三
九
巻
末
で
は
天
皇
家
の
未
来
が
予
祝

さ
れ
、
巻
四
〇
末
尾
は
摂
関
家
の
未
来
を
予
祝
す
る
、
対
応
さ
せ
る
意
味
あ
い

が
あ
っ
た
ろ
う
。

　

続
編
の
世
界
は
ま
だ
ま
だ
読
み
解
け
て
い
な
い
、
後
考
に
期
し
た
い
。
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注

１�　

こ
の
末
尾
文
章
に
つ
い
て
、
桜
井
宏
徳
氏
「『
栄
花
物
語
』
続
編
に
お
け

る
「
書
く
」
こ
と
―
―
正
編
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
文
芸
研
究
』
179　

二

〇
一
五
・
三
）
が
、
巻
三
六
末
尾
の
「
か
き
つ
く
」
と
い
う
語
を
検
討
し
て
、

正
編
と
の
関
係
性
に
言
及
す
る
。
栄
花
物
語
の
筆
述
に
つ
い
て
、
作
り
物
語

と
の
差
異
か
ら
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

２�　

福
長
進
氏
『
歴
史
物
語
の
創
造
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
）
第
Ⅰ
部
第
十
一

章
「『
栄
花
物
語
』
続
編
に
つ
い
て
」。
初
出
、
二
〇
〇
二
年
。

３�　
「
源
基
子
と
桐
壺
更
衣
」（『
国
文
論
叢
』
57　

二
〇
二
一
・
一
一
）。

４�　

後
三
条
天
皇
に
御
代
が
か
わ
る
直
前
、
頼
通
弟
の
教
通
が
関
白
と
な
り
、

左
大
臣
を
辞
し
た
と
こ
ろ
に
師
実
が
就
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
巻
三
七
と
巻

三
八
と
の
間
の
こ
と
で
、
続
編
に
記
述
は
な
い
。

５�　

詳
し
い
系
譜
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
賢
子
の
実
父
（
源
顕
房
）
は
、
右

大
臣
師
房
の
二
男
、「
中
納
言
左
兵
衛
督
」
で
、
師
実
室
麗
子
と
き
ょ
う
だ

い
と
記
す
。
実
母
に
つ
い
て
も
、
省
略
部
に
、「
宇
治
大
納
言
（
源
隆
国
）
の

御
子
の
隆
俊
の
中
納
言
と
て
、
皇
太
后
宮
（
四
条
宮
寛
子
）
大
夫
に
て
も
の
し

た
ま
ふ
、
才
あ
り
、
か
た
ち
き
よ
げ
に
、
よ
き
上
達
部
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
、

御
女
な
り
」
と
紹
介
が
あ
る
。

６�　
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
儀
礼
』（
続
群
書
類
従
完
成
会　

二
〇
〇
三
）
第
一
編
第

一
章
第
三
節
。

７�　

頼
通
が
、
中
宮
嫄
子
の
死
後
、
祐
子
内
親
王
を
大
切
に
か
し
づ
い
て
い
た

様
子
は
、
拙
文
「
受
領
家
司
歌
人
藤
原
範
永
」（『
範
永
集
新
注
』〈
青
簡
舎
、
二

〇
一
六
〉
解
説
二
）
で
も
触
れ
た
。

８�　
『
藤
原
頼
宗
集�

師
実
集
注
釈
』（
花
鳥
社
、
二
〇
二
一
）
の
解
説
Ⅱ
「
頼
宗
の

立
場
と
そ
の
役
割　

付
、
法
華
経
二
十
八
品
歌
」、
解
説
Ⅳ
「
末
っ
子
の
関
白
、

藤
原
師
実
」
に
触
れ
た
。

９　

僧
侶
の
頼
通
薨
去
を
め
ぐ
る
和
歌
と
し
て
、
為
仲
集
Ⅱ
に
、

　
　
　
　
　

�

実
源
阿
闍
梨
が
、
宇
治
殿
の
御
事
な
ど
思
ひ
い
で
た
る
に
や
あ
り

け
む
、
言
ひ
お
こ
せ
た
る

　
　
　

知
る
ら
め
や
霞
と
な
り
て
昇
り
た
る
人
の
す
み
か
の
春
の
け
し
き
を

　

�

為
仲
は
四
条
宮
寛
子
に
長
年
小
進
・
大
進
・
権
亮
・
亮
と
し
て
仕
え
て
い

る
。
承
保
三
（
一
〇
七
六
）
年
に
陸
奥
国
司
と
な
っ
た
が
、
そ
の
赴
任
先
に

贈
ら
れ
て
き
た
も
の
。
頼
通
薨
去
後
二
年
以
上
経
て
い
て
、
続
編
に
記
し
た

背
景
の
一
端
が
知
ら
れ
る
。

10�　

坂
本
賞
三
氏
『
藤
原
頼
通
の
時
代　

摂
関
政
治
か
ら
院
政
へ
』（
平
凡
社
、
一

九
九
一
）「
七　

後
三
条
・
頼
通
・
彰
子
・
教
通
あ
い
つ
い
で
世
を
去
る
」「
八

そ
の
後
」。

11�　

巻
十
一
に
内
裏
退
出
で
軽
く
触
れ
、
他
は
巻
十
四
に
一
例
の
み
。
行
成
女

と
道
長
息
長
家
と
の
結
婚
が
「
三
月
二
十
余
日
の
ほ
ど
」
に
決
ま
る
と
、「
そ

の
日
石
清
水
の
臨
時
の
祭
の
使
ひ
に
、
こ
の
君
お
は
す
べ
か
り
け
れ
ば
、
殿

の
御
前
こ
と
人
を
さ
し
か
へ
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
の
御
心
掟
を
…
…
」（
②
一
四

八
頁
）
と
、
扱
い
は
軽
い
。

12�　

ち
な
み
に
、
学
習
院
大
学
の
本
に
は
、「
大
殿
」
の
「
大
」
字
は
本
行
で

は
な
く
、
右
横
に
記
す
。
現
行
の
続
編
本
文
は
か
な
り
問
題
と
す
べ
き
箇
所

が
多
い
。
ま
た
、「
大
殿
」
呼
称
に
つ
い
て
の
精
査
も
必
要
な
の
で
、
後
日

に
期
し
た
い
。

13�　
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
で
は
こ
の
「
殿
」
を
師
通
と
す
る
が
、
新
編
全
集

の
師
実
説
に
従
う
。

（�43�）

『栄花物語』続編を私家集から照射する（下）



14�　
『
公
卿
補
任
』
で
、
堀
河
天
皇
の
即
位
二
年
目
の
寛
治
元
（
一
〇
八
七
）
年

を
見
る
と
、
家
忠
が
権
中
納
言
左
衛
門
督
（
二
六
歳
）、
経
実
が
従
三
位
右
中

将
（
二
〇
歳
）、
能
実
が
叙
従
三
位
（「
摂
政
四
男
」
と
あ
る
。
一
八
歳
）
と
全
員

公
卿
と
な
っ
て
い
る
。

15�　
「
忠
教
」
の
み
、
康
和
二
（
一
一
〇
〇
）
年
に
、
師
実
「
五
男
」「
母
故
散

位
藤
原
永
業
女
」
と
し
て
蔵
人
頭
中
将
か
ら
二
六
歳
で
参
議
に
な
っ
た
。
続

編
の
物
語
る
年
代
よ
り
後
の
こ
と
。

16�　
『
尊
卑
分
脉
』
に
、
師
実
女
欄
に
篤
子
内
親
王
の
名
が
見
え
る
。『
藤
原
頼

宗
集�

師
実
集�

全
釈
』（
花
鳥
社
、
二
〇
二
一
）
解
説
Ⅳ
の
拙
文
「
末
っ
子
の
関

白
、
藤
原
師
実
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
女
は
寛
治
五
年
十
月
二
十
五
日
に

堀
河
天
皇
に
入
内
し
た
。
同
七
年
二
月
二
十
二
日
に
師
実
邸
の
高
陽
院
で
立

后
す
る
。『
扶
桑
略
記
』
に
「
関
白
従
一
位
（
師
実
）
之
養
子
」（
寛
治
七
年
二

月
二
十
二
日
）
と
記
す
よ
う
に
、
内
親
王
な
が
ら
摂
関
家
の
娘
と
し
て
後
見

さ
れ
て
ゆ
く
。

17　

注
６
に
同
じ
。

18�　
『
平
安
宮
廷
の
儀
礼
文
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
）
第
一
部
「
儀
礼
に

見
る
摂
関
家
の
動
向
」
第
三
章
。

19�　
『
中
右
記
』
長
治
元
（
一
一
〇
四
）
年
四
月
十
七
日
に
、
忠
実
は
初
度
の
摂

関
賀
茂
詣
の
際
に
、
師
実
の
「
承
保
三
年
最
前
御
賀
茂
詣
例
」
と
い
う
初
め

て
の
賀
茂
詣
例
に
依
拠
し
て
い
る
。

20�　

肥
後
は
当
初
師
実
家
に
仕
え
た
女
房
だ
が
、
そ
の
家
集
に
、

　
　
　
　
　

�

二
条
の
関
白
、
は
じ
め
て
賀
茂
詣
で
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
太お
ほ
き上

大お
と
ど臣
も
や
が
て
具
せ
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
し
か
ば
、

　
　
　

�

も
ろ
は
草
ひ
き
続
け
た
る
今
日
こ
そ
は
な
が
き
た
め
し
と
神
も
見
る
ら

め
（
一
三
〇
）

　

�

と
あ
る
。
師
通
の
は
じ
め
て
の
摂
関
賀
茂
詣
に
父
師
実
も
同
行
し
た
際
の
歌

だ
が
、『
肥
後
集
全
注
釈
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
六
）
に
、『
中
右
記
』
寛
治
八
（
一

〇
九
四
）
年
四
月
十
四
日
の
こ
と
と
注
す
る
。
な
お
、
十
四
日
は
甲
申0

、「
御

阿
礼
」
の
日
。

21�　

中
村
成
里
氏
『
平
安
後
期
文
学
の
研
究
―
―
御
堂
流
藤
原
氏
と
歴
史
物
語
・
仮

名
日
記
―
―
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
）
第
二
部
「『
栄
花
物
語
』
正

編
か
ら
続
編
へ
」
第
三
章
。

22�　

久
保
木
哲
夫
・
花
上
和
宏
氏
『
康
資
王
母
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九

九
七
）
が
、
次
の
歌
を
こ
の
時
の
住
吉
参
詣
と
注
す
る
。

������������　
　

同
じ
宮
の
御
住
吉
詣
で
に

　
　

八　

住
吉
の
松
と
聞
き
て
は
年
ふ
れ
ど
か
か
る
と
き
は
の
色
を
こ
そ
見
ね

キ
ー
ワ
ー
ド

　

�

賢
子
の
東
宮
参
り　

摂
関
家
嫡
子
の
結
婚　

源
師
房　

養
女
と
な
っ
た
内
親

王
た
ち　

正
編
と
の
連
結

受
領
日　

二
〇
二
二
年
四
月
二
五
日

受
理
日　

二
〇
二
二
年
六
月　

八
日

（�44�）
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